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午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１３名です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

訂正します。１２名です。申しわけありません。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１１番、井田章雄君、１２番、亀尾共三君。

⋞ ⋞

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第３ 町政に対する一般質問
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○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

まず、１番、白川立真君の質問を許します。

１番、白川立真君。

○議員（１番 白川 立真君） おはようございます。１番、白川です。

きょうは、初のトップバッターということで、いささか緊張しております。壇上より２項目に

ついて質問をさせていただきます。

まず、１項目です。これまでの町政における中⋞長期的ビジョンについて伺いたいと思います。

ビジョンという言葉、これは未来像、将来像、または進む方向性という意味があるそうです。

長期的なビジョン、長期的な未来像を持つことで、そのビジョンを達成するための大綱が戦略で

あります。その戦略を実行するためのさまざまな施策が戦術であります。戦術なき戦略はファン

タジーであり、戦略なき戦術はカオスである。これは世界を舞台に戦う日本の企業戦士たちがよ

く使う言葉であります。振り返れば、今日までにたくさんの企業が生まれ、またたくさんの企業

が消えていきました。その中で、厳しい不況を生き抜いた企業もまたありました。目まぐるしく

変化する社会に対応できる強さとしなやかさをあわせ持った企業であります。このようにしっか

りとした戦略を持つ企業は、しっかりとしたビジョンを持っていると確信しております。このビ

ジョンという言葉は個人にも使われ、家庭でも使われ、スポーツの世界でも使われ、当然企業で

も使われ、さまざまなところで用いられます。ちなみに私の暮らす町、この南部町へのビジョン

は、いつまでも子供たちの笑い声が響く町であってほしい、そうでなければならないのです。そ

のための戦略が政治的に関与することであり、そのための戦術が議員であることです。

かつて、７０年ほど前、日本はビジョンを失い、戦略的に盲目状態に陥り、戦術にばかり傾倒

し力を入れたため、国土は焼け野原となり、３１０万人もの犠牲者を出したことは、今日大きな

教訓としてさまざまな分野で検証され、さまざまな方法で生かされています。我が町におけるビ

ジョンは、今後の町政においても非常に重要なものであり、今この時点で策を誤れば、数十年後

の南部町の存続に大きく影響するものと考えます。今後の２０年を考える上で、これまでの２０

年を考察し、バブル崩壊を発端とする日本経済の急激な変化の中で、我が町はどのように挑んで

きたのかを検証することが今後の南部町にとって重要な財産になります。

では、質問させていただきます。３点について伺います。

西伯町時代を含む約２０年にわたる町政において、中⋞長期的ビジョンとはどのようなもので

あったか伺います。
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２点目、目まぐるしく変化する社会の中で、中⋞長期的ビジョンを遂行するに当たり、特に御

苦労されたことはどんなことだったかを伺います。

３点目は、今後この町の政治を担う政治家たちへのメッセージを伺いたいと思います。

２項目めです。教育基本法改正に伴う我が町の教育ビジョンについて伺いたいと思います。

趣旨、背景は、ＧＨＱ占領下に施行されました教育基本法は、およそ６０年ぶりに改正されま

した。この改正は、現代社会に生きるため、国からの子供たちへの強いメッセージを感じます。

では、質問をさせていただきます。２点について質問をさせていただきます。

１点目は、教育基本法の改正は、我が町の教育ビジョンにどのような影響を与えたか伺います。

２点目、我が町の教育ビジョンはどのようなもので、今後どこへ向かうのかを伺いたいと思い

ます。

以上、壇上より２項目について質問をさせていただきます。御答弁のほど、よろしくお願いし

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 白川議員の御質問にお答えをしてまいります。

これまでの町政における中⋞長期ビジョンについて、西伯町時代を含む２０年にわたる町政に

おいて、中⋞長期ビジョンはどのようなものであったのかということでございます。

私は、平成７年４月、４６歳で西伯町長に就任して３期９年６カ月、合併後南部町長として本

年１０月で３期１２年、通算２１年半の長きにわたって、町政の発展に全力で取り組んでまいり

ました。この間には、鳥取県西部地震や市町村合併問題など、さまざまな問題や課題が発生しま

したけれども、議会の御指導のもと、職員の皆様のたゆまぬ御努力と力強い町民各位の御理解と

御協力、御支持を得て、困難を乗り越えてまいりました。おかげさまで、今日の南部町の発展に

つながっているものとうれしく思っておりまして、ここに改めて皆様にお礼を申し上げる次第で

ございます。

私は本来不器用で、能力のない男であると自覚をしておりますけれども、折々によき先輩に引

き立てられ、同僚に助けられ、多くの皆様からの御支援をいただいてきましたので、皆様の期待

に応えなければならないという、いちずで強い思いがいつも胸のうちにあって、それが頑張りの

原動力になっておりました。職員の時代の昭和５６年に福祉の担当になり、町政の中で福祉がい

かに住民の暮らしを支えているかということを肌身で知るところとなり、福祉は私のライフワー

クになりました。また同時に、自治労の役員を経験しましたが、そのころのスローガンが地方自

治を住民の手にというものでありました。どうしたら住民自治が実現するのかという自治研活動
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などに熱心に取り組んだ思い出がありますが、町長に就任してからも、愚直に福祉に住民自治を

絡めて取り組んできました。最初に手がけたのが住民のボランティア活動を見える化したあいの

わ銀行制度の創設でした。さらに集落座談会、「２１世紀を語る会」を皮切りに、環境ワークシ

ョップ、介護保険、１００人委員会、町の施設建設にかかわっていただき一緒にまちづくりの実

感を味わってほしいとの願いを込めて、ゆうらく、西伯病院、太陽光発電所の建設に住民公募債

を導入しました。地域協働学校、コミュティ⋞スクールの取り組みも、地方創生総合戦略の１０

０人委員会も、地方自治を住民の手にという願いの延長線で取り組んでいただきました。

折しも平成１２年には、地方分権一括法が施行され、法的にも地方分権が保障されました。町

自身も、国や県のほうを見て行政を進めることを改めなければならなくなりました。平成１１年

に近隣町村で介護保険の広域連合を結成したのも、仕事がふえることを望むおかしな町長さんと

まで言われましたが、事業者の指定権限移譲を受けたのも、みずからが町の将来に責任を果たす

覚悟をした首長の判断だったと思います。地方分権で新しい時代が幕をあけるという国民の期待

感の中で、私は分権を役場でとどめてはならないと考え、先ほど申し上げたようにいろいろな取

り組みを進め、徐々にではありますが、町の中にも自主自立の気概が芽生えてきたように感じ、

次は新しい仕組みが必要であると考えるようになりました。

それまでの行政と住民の関係は、民主主義の名前のもとで、住民は役場にお任せ、役場は請負

とやゆされても仕方がないような関係になっていて、双方が本当にこれでよいのかという気持ち

になってきたということがあると思います。しかし、長年続いた仕組みを変えることは容易なこ

とではありません。時期というものがございます。私は合併を機に、従来の住民と行政の関係を

見直し、住民にできることは住民みずからが解決できる仕組みが必要と考え、地域振興協議会構

想を打ち出しました。反対の御意見もありましたが、新しいまちづくりに期待をお寄せいただく

多くの皆様の御理解や御協力を賜り、平成１９年には町内７地域に地域振興協議会が設立された

のであります。その後の発展ぶりは改めて申し上げるまでもございません。子供の成長に伴い新

しい洋服が必要なように、今、内閣府では小規模多機能自治を行う全国の自治体からの要請によ

り、法整備を行うように研究会が開催されており、私も意見陳述に呼ばれているところでござい

ます。このように、地方自治を住民の手にという大きなスローガンを掲げて取り組んできた青春

時代の思いが、ここに実を結びつつあることに無上の感慨と喜びを覚えますとともに、この流れ

をいささかも後退させることなく、本格的な地方分権、住民自治の歩みをさらに大きく発展させ

ていかなければならないと強く思うところであります。

以上、中⋞長期ビジョンについてお答えをいたしました。
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次に、これらの中⋞長期ビジョンを遂行するに当たり、特に苦労した点は何かということでご

ざいます。先ほど申し上げましたように、福祉を軸に地方分権、住民自治を絡ませて町政に取り

組んできたのですが、最初からはっきりとそのような理念をお示ししていたわけではありません。

福祉のまちづくりはベースにあったものの、その時々の政策課題について一つずつお示しをして、

御理解を得ながら試行錯誤を繰り返して今に至っているわけであります。したがって、苦労は町

政運営に当たっての苦労であります。最初に上げたいのは、財政の自由度が極めて低いというこ

とであります。自主財源の乏しい我が町で事業を行う場合、国や県の補助金をいただかなければ

事業実施はおぼつかないことは御理解いただけると思います。補助金には、要綱などにより使途

について厳しい縛りがあり、自分の町の都合に合わせて応用をきかせると、目的外使用で補助金

返還となります。住民の皆さんの御理解をいただかないと事業は進みませんが、融通のきかない

役場職員とか、お役所仕事などとやゆされるゆえんであります。職員は補助金を確保して住民要

望に応えようとしますので、どうしても国や県の予算の動向などについての関心を高めざるを得

ず、その分町民サイドに立った行政という面が弱くなりがちであります。ここは苦労するところ

であります。また、重要な財源として起債がありますが、一般的に建設事業費充当でしか発行を

認めてもらえず、しかも事細かな縛りの要件があって、該当しなければ貸せてももらえないとい

う実情があります。いずれの自治体もおおむね我が町と同じような縛りのきつい財政運営を行っ

ているわけですが、平成１４年に閣議決定された骨太の方針２００２において、三位一体の概念、

つまり国庫補助負担金の廃止、縮減。２つ、税財源の移譲。３つ、地方交付税の一体的な見直し

が示されました。国庫補助負担金の廃止、縮減と税源移譲とを比較すると、税源移譲の額が少な

かったために、全国の自治体に大きな衝撃がありました。一般財源不足で予算編成ができない、

赤字予算を組むというような自治体もあらわれましたが、南部町も財政運営に支障が出るほど大

きな影響を受けたことは記憶に新しいものがあります。南部町における財政的な見通しがない中、

どのように施策を推進していくべきか途方に暮れた記憶がございます。

２点目には、合意形成の苦労があります。議会制民主主義といって、議会で議決されればよい

というものでもございません。執行には関係住民の皆さんの御理解がなければ町政は停滞し、一

歩も前に進みません。事業計画についても関係住民が知らなかったでは済みませんし、逆に関係

者は知っていて、議会議員が知らなかったということも許されません。利害関係が深い事業ほど

慎重に事を進めませんと失敗します。多くの皆さんが現状を変えることには一抹の不安を抱かれ

ます。そのような事情を踏まえつつ、私は新しい発想による先進的な事業を多く提案し、新しい

未来が開けてくる期待感や将来の見通しも話し合って、一緒に考え、夢を共有しつつ御理解をい
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ただいてきました。大方の事業はそのような取り組みで町政は発展してきたと思っておりますが、

しかし、事業によっては理解と同意をいただけない場合もあります。百尺竿頭に一歩を進む努力

は必要と思いますけれども、町長は４年任期で、選挙公約した仕事を実現することが求められま

すから、ある時期には思い切って決断し、一歩前に進めなければなりません。百年河清を待つわ

けにはいかないのであります。そのような事業が幾つかあって、町政が激しく揺れたときもあり

ましたが、結果として２１年半の長きにわたって御支持と御支援をいただいてきたのですから、

苦労というよりはこれに感謝を申し上げなければならないと思っております。

その当時は苦労したと思うことも今ではよい思い出となって、むしろ感慨深いものがあります。

いかなる場合も町の発展のため、町民各位の幸せ実現のためと考え、私情を挟まずにみずからを

戒めて取り組んできました。苦労もありましたが、それを乗り越えてなし遂げたという達成感が

強く、感慨ひとしおであります。以上、答弁といたします。

今後、この町の政治を担う政治家たちへのメッセージを伺いたいということでございますが、

私はそれぞれの皆様がみずからの信ずるところに従って行動されればよいと思っておりますので、

特別にメッセージとして言い残しておくようなものはございません。ということですが、これで

は再質問を受けそうでありますので、日ごろどのようなことを考えて町政に携わっていたのかと

いうことをお話しさせていただきます。

私は政治の要諦について、孔子が弟子の質問に対して答えたと言われる、近き者説び遠き者来

るまちづくりを理想に思い描いて、さまざまな施策に取り組んできました。その施策を判断する

ときに、優先順位や費用対効果などの吟味はこれは当然として、最も大切にしてきたことは、そ

の施策に胸を熱くさせるハートがあるかないかということでした。「現代物理学の先端から「東

洋の世紀」がはじまる」という副題のついた、フリッチョフ⋞カプラの書いた「タオ自然学」と

いう現代物理学と東洋神秘思想の関係を記した書籍が、１９８７年１月に工作舎から改訂版が発

行されていますが、４０歳ぐらいのときにこの本に出会いました。その本に詩が紹介されていま

したので、その詩をここで紹介させていただきます。いかなる道も一つの道にすぎない。心、ハ

ートですが、心に従う限り道を中断してもさげすむ必要はない。あらゆる道を慎重によく見るこ

とだ。必要とあらば何回でもやってみるがいい。そして自分に、ただ自分一人に次のように尋ね

てみるのだ。この道にハートはあるかと、ハートがあればいい道だし、なければその道を行く必

要はない。カルロス⋞カスタネダ、「ドン⋞ファンの教え」という詩であります。論語では、三

十にして立つ、四十にして惑わず、五十にして天命を知るなどと言われますが、当時の私は悩み

多い世間知らずで、失敗を繰り返していましたので、自分を律する行動指針のようなものが欲し
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くてならない時期でありました。そのような時期に出会って、「タオ自然学」で説かれる最先端

の現代物理学が、東洋の神秘思想との関係を解き明かし、東洋の世紀の到来につながるという思

いもかけない発想は、私の以後の人生観にも大きな影響を与えたように思います。書籍の中で紹

介されたこの詩が強く印象に残り、以後この詩を重要な場面で思い起こして、胸を熱くするハー

トがあるかどうかで人生の岐路を判断し、歩み、今に至ったように思います。重要な判断する折

に自分の胸に聞くのですから、余り他人に相談しないところや、ハートがあるかないかだと感情

に委ねる要素もあって失敗もありましたが、自分を信じて今日まで歩んできましたから、人生に

後悔はしないようにしようと思っております。

以上、町政運営で私が心がけてきたことを披瀝させていただきましたが、参考になればうれし

く思います。

次に、教育基本法改正と本町教育ビジョンについてでございますが、これは教育長のほうから

御答弁を申し上げます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育基本法改正に係る御質問にお答えをしてまいります。

議員の御質問にもありましたように、教育基本法は終戦直後、民主的で、個人が尊重される国

家社会を建設するためには、教育の力が大きいとの認識から制定されたものと承知をいたしてお

ります。平成１８年１２月、この教育の憲法とも言える教育基本法が約６０年ぶりに改正をされ

たわけであります。子供とのかかわりでいえば、時代とともに社会が変化する中で、子供の基礎

的な人間力が総合的に落ちてきたことによるものであります。改正の要旨につきましては、人格

の完成や個人の尊厳等、普遍的な理念は変わっておりませんが、生涯学習社会の実現や家庭教育、

幼児期の教育、学校、家庭、地域の連携協力、教育振興基本計画の策定等が新たにうたわれると

ともに、信頼される学校の確立についても示されております。

１点目のお尋ねは、こうした教育基本法の改正が本町教育ビジョンにどのような影響を与えた

のかとのことでございます。議員のおっしゃられる教育ビジョンに相当するものは、本町では教

育振興基本計画であり、平成２５年度に５カ年計画として策定いたしております。したがいまし

て、当然改正教育基本法を視野に、当該法に基づく国や県の教育振興基本計画をにらみ合わせな

がら策定をいたしております。一方、南部町発足以降、教育振興基本計画の策定に至るまでの８

年間は、１つ、地域とともに歩む学校教育。２つ、地域と融合した家庭教育。３つ、地域の自立

を支える社会教育の３本柱を教育行政の基本方針とし、単年度ごとに教育推進計画を策定をして

具体的な施策を展開をしてまいりました。したがいまして、南部町発足以来、約１２年間にわた
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る本町の教育は、中途教育基本法の改正はあったものの、学校教育ではコミュニティ⋞スクール

の取り組み等、大きな軌道修正をすることもなく推進できたと考えております。また、保⋞小の

連携強化や教員の事務局配置、専任の家庭教育推進員ポストの新設等につきましては、改正教育

基本法に基づく教育行政施策の新たな方向をにらんでの一手であり、議員の言われる影響の範疇

にあるものと言えるかもしれません。

次に、本町教育ビジョンはどのようなものか、今後どこへ向かうのかとのお尋ねでございます。

どのようなものかということにつきましては、先ほどお答えをいたしました南部町教育振興基

本計画が該当します。詳細な説明は時間の制約上できませんが、本町教育が目指す姿として、１

つ、心豊かな自立した子供の育成。２つ、心豊かにともに生きる社会の醸成を掲げ、このもとに

３つの教育目標、４つの教育方針により施策の方向性を示しておりますので、ごらんいただけれ

ば幸いでございます。

今後、どこへ向かうのかということでありますが、新町長誕生後に定める新たな教育大綱並び

に、来年度策定いたします平成３０年度以降の第２期教育振興基本計画で今後の目指す姿をお示

しすることになりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。

少し答弁が簡潔過ぎるようにも思いますので、若干私の思いをお話をさせていただきます。

目指す学校の姿につきましては、教育基本法は当然のこととして、コミュニティ⋞スクール移

行への努力義務化等、国が示す学校改革の方向を現在先行する状況にありますので、引き続き地

域の学校運営への参画、地域の皆様との協働による新しい学校づくりを強力に推進をしていく必

要があると考えております。

次に、子供たちに求められる学びについてでありますが、未来を生き抜くために必要な力を身

につけさせる視点が重要であると考えております。具体的には、ふるさと愛着力、社会参画力、

将来設計力、人間関係調整力の４つの力であります。こうした力の育成を目指すまち未来科の学

びを学校教育の中にしっかりと位置づけ、ふるさとに学び、ふるさとを守り、ふるさととともに

あり続ける子供の育成に町民を挙げて取り組むことが大切であると考えております。また、改正

教育基本法に生涯学習社会の実現が新たに示されていることから、南部町発足時に示した地域の

自立を支える社会教育の観点から、社会教育主事等の人材育成を強化するとともに、図書館の一

層の充実を図ることが不可欠な視点と考えております。さらには、グローバル人材の育成につい

ても、これまでどちらかといえば施策的に弱かった分野であり、充実が求められていると考えて

おります。いずれにしましても、新たな教育大綱や教育振興基本計画の策定作業を通じまして、

全町民で今後の方向性をつくり上げていくことが大切であると認識をいたしております。以上、
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答弁とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君の再質問を許します。

白川立真君。

○議員（１番 白川 立真君） それでは、再質問をさせていただきます。

今回は、町長または教育長へビジョンということで伺っておりますので、詳細な事細かい部分

については再質問はしません。大きなところで何点か伺っていきたいと思います。

ちょっとそれますけど、きょうは９月１２日でして、１８８１年のきょう、島根県から分離独

立し鳥取県が設置されましたことから、きょうはとっとり県民の日となっております。このよう

な記念日に最後の質問をさせていただきまして、大変うれしく思っております。

まず、町政の中⋞長期的ビジョンについて、町長へ伺っていきたいと思いますけども、先ほど

ビジョンを伺いました。そして、詩を使ってのメッセージも伺いました。これは、次、この町を

担っていく政治家の皆さんへのよりどころになっていくものだろうと思っております。それで、

きょうこういう質問をさせていただいたのは、たくさんの町民の方が見ておられます。今このビ

ジョンというのを我々だけではなくて、町民皆さんと共有したいという意味でビジョンという大

きな質問をさせていただいてるわけです。そこで、町長へもう一つ、これ意地悪質問ではありま

せんけども、この町のビジョンを描く町長職とは一言で言うと、いわゆるトップというのは一言

で言うとどういうお仕事かということを、一言、簡単でいいです、伺いたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 一言ということですので、自立ということを上げておきたいと思います。

個人はもとよりですけれども、地域、団体、全て自立をしていくということが一言で言えば大き

なビジョンではないかと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（１番 白川 立真君） 町長から、トップというのは自立というものだということを伺い

ました。

もう１点だけ。ちょっと私が、この４年間で気になっていることが１つありまして、これも町

長に聞いていただきたいと。実は、若者の政治離れ、これはうちの町だけではないと思いますけ

ども、実は、後でも聞きます教育基本法の中にも明記されています政治教育というものが基本法

に書かれてたわけです。新聞などでもさまざまなことが公表されますけども、その事件とか事故

などについて、若いときからといいますか、子供のときから興味を持って探求してほしいという

思いがあるんだそうです。しかしながら、従来５５年体制から続くさまざまなことがありまして、
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偏った政治教育にならないようにしてごさないけんよということも書いてあります。公民として

必要な政治教育は尊重されなければならないと、はっきりと教育基本法に書かれたわけでありま

す。この町の政治的課題を、子供たちと我々政治家が一緒に考える時間をつくるということは、

よいことかということをちょっと伺ってみたいと思います。私たち、役場の方も含めて、職員の

方も含めて、この町の課題を子供たちと一緒にちょっと話し合ってみるというようなことはどう

かという質問ですけども、いかがなもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。政治がその全ての幸せの根源に位置しているという

ようなことから考えますと、早い時期からそういう政治教育というようなものも必要なのかもわ

かりません。ただ、政治については、私は非常に難しいのではないかと思っております。仕組み

というようなことを理解させるのが小学校ぐらいでするならば、高校生ぐらいなら私は話し合っ

ていろいろやってもおもしろいなあとは思うんですけれども、中学生はグレーですね。やはり大

事なものであるからゆえに、慎重にやったほうがいいのではないかと思っております。学校の先

生自体がどのようにお考えなのか、私は聞いておりませんけれども、子供に大人が話せばどうし

ても一方的な話になりがちではないかなということを心配するわけでして、知識の量が違います

から、そういう場面で話し合いというようなことが果たして成り立つのかどうなのかということ

ですね。そういうことをちょっと今、お話を伺っておりまして、懸念をしたところであります。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（１番 白川 立真君） なかなか若年齢、知識の幅の違う者が一つのテーマで話をしてい

くという難しさ、いわゆるアドバイスをいただいたと思います。

私は、これで町長への質問は終わりにしたいと思いますけども、町長を見たときに、この２０

年というわけでないんですけども、４０数年町長を支えてきた方といえば、恐らく奥様であろう。

特にこの町長職、西伯町時代からさかのぼればもう数十年の町長職を支えてこられたということ

大変だったろうと思いまして、私はその奥様に、町長もさっき詩を読まれましたので、私ちょっ

と町を支えた町長の、町長を支えた奥様に、大好きな相田みつをのナンバーから一つ、奥様へ贈

りたいと思いますけども、これは根っこの根というテーマがついております。「花を支える枝、

枝を支える幹、幹を支える根、根はみえねんだなあ」。こういう詩であります。奥様へまた。

続きまして、教育長へ質問をしていきたいと思います。教育長へも同じように教育ビジョンと

いうことを伺っております。なぜこの最初の教育基本法がつくられて６０年もたって、やっと改

正されたのか。６０年というのは本当に長い、よその国見とってもちょっと考えられんぐらいだ

－１１－



なというふうに思っておりまして、ちょっとだけ調べましたら、やっぱり中教審、中央教育審議

会さんから平成１５年、大きな答申が出ておりました。ちょっと要点だけを読んでみたいと思い

ます。タイトルが、「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興計画の在り方について」と

いうタイトルです。教育の現状と課題、我が国社会は大きな危機に直面している。自信喪失感や

閉塞感の広がり、倫理観や社会的使命感の喪失、少子高齢化による社会の活力低下など。また、

教育について言えば、教育は危機的な状況に直面しているのである。青少年が夢を持ちにくく、

規範意識や道徳心、自立心が低下、いじめ、不登校、中途退学、学級崩壊などが依然として深刻

である。青少年の凶悪犯罪が増加しているなどなど、これは社会が変化したのと相まってという

か、リンクしまして、さまざまなものが変わってきた。そこで、教育長も先ほど言われましたけ

ど、法律なんですけども、教育の憲法とまで言われ、前文がついていますので、この教育の憲法

にメスを入れなければならないようなことになったというふうに私は思っております。そして、

今回の新教育基本法は、先ほど町長も触れられましたけど、自立という言葉と、そして伝統文化

を尊重しようということと、創造性という言葉がキーワードとして多分に出てきております。

そこで、改正されたことで我が町の教育ビジョンはどうかということで伺いましたが、先ほど

の教育長、地域という言葉がたくさん出てきたように思います。私たちの町の教育ビジョンとい

うのは学校教育、社会教育ありますけども、家庭も含めて地域ということであろうと思いますが、

その学校、地域、社会が三位一体となって推進していこうということであろうと思います。とこ

ろが、私思いますのは、大きなビジョンがあって、それを推進していくために学校、地域、社会

という戦略があると思うんですけども、特に家庭というところにちょっとスポットライトを当て

てみまして、三位一体になれば物すごい推進力を持つわけですけども、家庭というところがもう

少し、てこ入れが必要ではないかと思っておりますが、このあたりの教育長の御考察を伺いたい

と思います。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。家庭のあたりについてということでございます。

南部町が発足をしまして、いわゆる教育行政がさまざまな課題を目の前にして、さまざまな手

を打ってこないけんかったわけであります。非常になかなか手が打ちにくかったのは、家庭教育

という、まさに分野であります。ここのところをどう手当てをしていけばいいのか。多くの教育

関係者が家庭教育について議論をしますと、必ず行き着くところは、この親たちを育てたのは自

分たちだなというところで、ちゃんちゃんと終わってしまうというのが、何年間も私はあったよ

うに思っています。そういう意味からすれば、この教育基本法の中できちっと家庭教育の振興と
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いうものが明確に打ち出されたと。ある面、それだけど深刻な状況もあるという認識だろうと思

っていますけれども、こういうものがきちっと打ち出されたことによって、さまざまな国として

の手だてなり、私どもへ対する支援なりがやっぱり充実をしてきたというぐあいに思っています。

そういう意味では、冒頭申し上げましたように、今４年目になりますでしょうか、家庭教育推進

員ということで、いわゆる専任で、専門で朝から晩まで、専門でそのための仕掛けができる者を、

非常勤でありますけれども、配置ができたということでさまざまな手だてが打て、一定の成果に

つながってきているのではないのかなと思っていますが、まだまだお一人お一人のさまざまな、

いわゆる考え方が非常に多様化をしていますので、そのあたりにつきましてもまだきめの細かな

対応を考えていかないけんかなと思っておりますけども、家庭教育にそういう意味で基本法にき

ちっと明記をされたということは大変な後押しになったというぐあいに思っております。以上で

す。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（１番 白川 立真君） 教育長も先ほど述べられましたけども、新しい教育基本法に全く

新しいものとして新設されたわけですね。せっかく町民の方も見ておられますので、ちょっと要

点だけを紹介しますと、これは教育基本法の中の第１０条であります。どう書いてあるかという

と、保護者は、この教育について第一義的な責任を有すると書かれてますね。えっと思われる方

も、特に御年配のおじいさんやおばあさんは、えっと思われる方もおられるかもしれませんが、

こういう当たり前のことも法律に書かなければならないようなことになっているんだということ

を、テレビを見ている皆さんも御理解をいただきたいと思います。

私はきょう、ビジョンと家庭教育とちょっとつなげておりますけども、家庭と学校、地域、こ

の３つが三位一体になることが、先ほど言われましたこの育みへのビジョンを大きく推進するこ

とになる、一人が動かなければ三位一体にはならんわけです。そういうことも御理解をいただき

たいと思います。ただ、私も２人の子を持つ親として、他の保護者さんといろいろ話をしますと、

少し感じたことはやはり迷いがあるなというのは感じました。というのは、私たちが生まれた昭

和の何年というのは大変ないい時代でありまして、大量に物が生産されて、また大量に消費され

るというような時代だったような気がします。ですから、私たちは勉強せえ、勉強せえと言われ

て、そしたらしたいことに何でもなれますよなんていう、大変楽天的な明るい時代があったよう

に思います。その時代で生きてきたもんですから、それしかわからないんですね。今、全く違う

ステージへ入ろうとしてるときに、自分の子供に何をどう伝えていったらいいのかわからない方

が結構おられるんじゃないかと、お父さん、お母さんも迷っておられる、おじいさん、おばあさ
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んも当然迷っておられる。今はＡＩという、何か聞きなれない言葉ですけど、知能を持ったロボ

ットがこの社会にこれからも出てくるんだそうですけども、もうＡＩが出てくる前にパソコンが

出てきて、事務員さんの仕事は大分とられてしまいました。たかだか８万円や９万円のあのパソ

コンが私たちの仕事をどんどんどんどんとっていったというのもあるんですけども、そういう時

代にあって、自分の子供に何をどう教えていったらいいんだろうかというふうに迷っておられる、

これも私実感として感じました。教育長はその点でどういう感想を持っておられますか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長であります。ＡＩだとかパソコンだとか、ＡＩについては、こ

れから現在ある仕事が相当数減る社会になるというような話も聞きますし、現にパソコンの関連

については、私どもも体験をしてきたわけであります。このことを否定をするわけには、やはり

ならないと思っていますので、そういうものはしっかりと受けとめながら、そのことによるさま

ざまな弊害というものについて、しっかりとやっぱり意識をして対応をしていく、それは個人的

なところもありましょうし、あるいはそうでない公的な対応といいましょうか、そういうことも

出てくるんだろうと思いますけれども、いいところとマイナスに作用するとこをしっかりとやは

り意識をして対応していくことが大事だろうなというぐあいに思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 白川立真君。

○議員（１番 白川 立真君） ありがとうございます。

歩んだことのない世界に、誰も踏み入れたことのない世界に踏み入れるというのは大変な度胸

が要るし、準備も要るんだろうと思いますが、地域、学校、家庭、そして、私たちこちら側の議

会も、四位一体となって誰もが歩んだことのない世界に入りながら、子供たちに必要なものを伝

えていき、そして生きるということを、一番肝心な生き抜くということを伝えていかなければと

私は思っております。

これで、教育委員会への質問を終わりたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、１番、白川立真君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとりたいと思います。再開は１０時２０分からにします。

午前 ９時５６分休憩

午前１０時２０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。
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続いて、２番、三鴨義文君の質問を許します。

２番、三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） おはようございます。

議席２番、三鴨でございます。通告しておりましたとおり、２点について御質問いたします。

まず１点目は、小さな拠点づくりについてであります。なんぶ創生総合戦略に掲げられている

小さな拠点づくりは、地域の憩いの場、語らいの場として大変有効な施策であると考えておりま

す。先月、東京の大学生約１０人が南部町を訪れ、天萬宿のにぎわい創出についてをテーマに学

習されました。その中でも、地域に喫茶、居酒屋のような語らいの場が必要であると、若者から

の提言がありました。

そこで、これからの取り組みについて伺います。１、小さな拠点づくりはどこでどのようなも

のをお考えでしょうか。２、里山デザイン機構や地域振興協議会はどうかかわっていくのでしょ

うか。３、地元、地域に提案をされるのはいつごろとお考えなのでしょうか。

次に、２点目の農業用ため池の維持管理についてであります。年々農業従事者の減少と高齢化

に伴い、農業用施設、農道、用排水路、ため池等の維持管理が受益関係者にとって大きな負担と

なってきています。特に農業用ため池は防火用水などの用を兼ねている施設であり、町としても

防災の観点から維持管理にかかわるべきと考えますが、町の支援策について伺います。

１、草刈りなどの恒常的な維持管理に支援する事業はないのでしょうか。２、施設の修理、補

修についてどのような支援施策があるのでしょうか。３、農業用ため池の貯水をやめて廃止する

場合に、堤体掘削など支援施策があるのでしょうか。

以上、壇上での質問は終わります。御答弁よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 三鴨議員の御質問にお答えをしてまいります。

本題に入ります前に、今回天萬宿のにぎわい創出について提案をいただいた一般社団法人全国

学生連携機構、ＪＡＳＣＡと言っておりますけれども、ＪＡＳＣＡについて御説明をいたします。

ＪＡＳＣＡは、一人一人が夢や志を持ち、思いや愛情が循環する社会を理念に掲げて、さまざま

なイベント、事業を展開している大学生主体の組織であり、全国４７都道府県５００学生団体、

約５００人のネットワークを持つ組織です。昨年９月に全国から１８名の学生を受け入れ、体

験型地域ワークショップを開催し、南部町の抱えるさまざまな地域課題に対し、よそ者である若

者に柔軟な発想と新しいアプローチで課題解決に向けた提案をしていただきました。そして、こ

とし３月に、第２回目のワークショップには学生１２名を受け入れるとともに、本町と包括連携
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協定を結び、今後継続的に学生を本町に受け入れ、学生たちに本町を学びのフィールドとして提

供するとともに、南部町の地域づくりに協力していただくことといたしました。

そして、第３回目のワークショップとして、先月１６日から１８日にかけて、７名の大学生を

受け入れました。今回は、地元高校生サークルの「Ｗｉｔｈ ｙｏｕ 翼」のメンバー５名も加

わり、天萬宿のにぎわい創出をテーマに、フィールドワークや地元住民との懇談会を通じて、天

萬宿のにぎわい創出プログラムと題した活性化案の発表などを行いました。発表は２チームにつ

いて分かれて行われました。最初のグループの発表では、天からよろずのものが降り注ぐ町をキ

ャッチコピーに、天萬宿ににぎわいを生むために必要なものは何かを考えた結果、町内に宿泊先

が不足している現状に着目し、地域の空き家を活用し、宿泊施設を整備し、高校生や大学生の合

宿を呼び込めないかという提案でした。もう一つのグループの発表では、地域内外の交流人口を

ふやすための拠点施設として、天萬宿内の古民家を活用した３つの具体的なプランの提案があり

ました。１つ目は、カフェ＆バーを整備し、時間帯によって提供するメニューを変えることで、

若年層から高齢者まで気軽に集う場所とする。２つ目は、シェアキッチン、地域の食材や家庭料

理のレシピを持ち寄り、食をテーマに町内外の人がかかわりを持てる居場所を整備し、つくった

食材を食べながらパーティなどを行う交流の場とする。３つ目は、マルシェ、これは生産者と消

費者が直接結びつく新たな市場と言っておりますが、マルシェや音楽ライブ、盆踊りなどイベン

トを行うためのスペースに活用するというものでした。いずれも若者目線で、地域で多世代が交

流することで生まれる活気により、にぎわいを生むための具体的な提案であり、とても参考にな

るものでした。最後に、学生たちからは、自分たちは活性化案を提案することはできるが、実行

することはできない。最終的には地元の方がどれだけ真剣に取り組むかどうかにかかっていると

いうまとめの意見がありました。

なお、今回の受け入れに際しては、お盆明けの忙しい時期にもかかわらず、地元天萬地区自治

会を初め、あいみ手間山地域振興協議会、なんぶ里山デザイン機構、青年海外協力協会南部事務

所など、地域の方に多大なる協力をいただき実現したものであることを申し添えまして、改めて

お礼を申し上げる次第です。また、この取り組みがきっかけとなり、ワークショップに参加した

２人の若者が来年南部町に移住し、起業する予定であると聞いております。この取り組みは、昨

年策定した南部町総合戦略の全町学びのキャンパス化の推進として掲げられ、大学生などを誘致

し、社会的課題解決のフィールドワークの場を提供し、地元住民と交流を図りつつ、将来的に移

住定住に結びつけるといった戦略に合致したものであります。

さて、議員御質問の小さな拠点づくりは、どこでどのようなものを考えているかということで
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すが、なんぶ創生総合戦略では、平成３１年度までに２つの小さな拠点を整備することとしてお

ります。１つ目の小さな拠点として、昨年度高齢者を中心とする地域の交流や支え合いの拠点と

するため、上長田会館の改修工事を行いました。今年度は引き続き、南さいはく地域振興協議会

を事業主体に、まずはどういった地域にしていくのか、今後どういったサービスが必要なのかに

ついて検討し、地域振興ビジョンを策定していただくことにしております。そして、平成２９年

度に他の地域振興協議会で２つ目の小さな拠点を検討し、平成３０年度に地域振興ビジョンの策

定及び拠点整備をすることとしております。

次に、総合戦略で掲げられた小さな拠点とは違いますが、南部町が進める生涯活躍のまち、南

部版ＣＣＲＣに関連して２つの動きがあります。１つ目は、今年度、国の加速化交付金及び推進

交付金を活用し、町がお試し住宅を整備することとしております。お試し住宅にふさわしい空き

家を探した結果、法勝寺地区にある旧家をお借りすることができました。周辺住民の皆様と利用

方法を協議した結果、単なるお試し住宅としてではなく、地域住民が集い交流できるような機能

を持たせてほしいとの要望が寄せられました。そこで、２階をお試し住宅、１階を交流スペース

として整備することとしました。なお、改修工事はプロポーザルで行い、審査委員には地元自治

会長にも加わっていただきます。先日、推進交付金の交付決定が出されましたので、現在プロポ

ーザルの実施に向けた手続を進めているところであります。

２つ目は、生涯活躍のまち構想の中で、法勝寺地区を拠点エリア、天萬地区及び賀野地区をサ

テライト拠点エリアと位置づけており、そのうち賀野地区については、特産の柿や梨を初めとす

る農産物や山菜の加工、販売機能、農協撤退により買い物施設のなくなったこの地域における代

替機能や住民の集うサロンとしての機能など、拠点のあり方を地域で検討していただくこととし

ております。検討案ができましたら、その内容を踏まえ、生涯活躍のまちのサテライト拠点施設

として、具体的なハード整備につなげていきたいと考えております。今回、学生の皆さんに提案

いただいた天萬宿の活性化の内容は、生涯活躍のまち構想における天萬地区のサテライト拠点と

いうことで実現できると考えます。ただし、空き家を活用した拠点ということもあり、所有者の

了解も必要でありますし、誰が管理、運営するのかといった問題もあります。また、学生からも

意見がありましたが、成功するためには、まずは地域でそういった拠点が必要だという機運が高

まることが必要だと思います。そのあたりのことを含め、ぜひ地元でも議論を深めていただけれ

ばと思っております。

次に、里山デザイン機構や地域振興協議会はどうかかわるのかということでございます。現在、

なんぶ里山デザイン機構では、移住者向けに提供する空き家の掘り起こしを行っていただいてい

－１７－



ます。空き家所有者などとのやりとりの中で、住居ではなく拠点にふさわしい物件があれば、そ

ういった活用方法の提案もできるのではないかと思います。また、地域に拠点施設を設ける場合、

その施設を地域で有効に活用していただくことが大前提となります。そのために、地域でその施

設をどう活用するのかといった議論が必要だと思います。そういった議論の中心的な役割を地域

の代表である地域振興協議会に担っていただきたいと考えます。

次に、地元や地域に提案するのはいつごろかということでございますが、今年度地方創生推進

交付金の申請のために国に提出した地域再生計画に添付した工程表で、生涯活躍のまち構想のサ

テライト拠点として整備した場合は、平成３０年度に整備することとしております。ただし、明

確なプランや地元からの要望があれば、前倒しで実施することも可能だと考えております。

次に、農業用ため池の維持管理についてでございます。最初に、草刈りなどの恒常的な維持管

理に支援する事業はないかということでございますが、現在、中山間地域等直接支払いや多面的

機能支払いといった、農地や水利施設などを保全管理する共同活動を支援する交付金制度があり、

南部町でも中山間地域等直接支払いに３４集落、２８ ８ヘクタール、多面的機能支払いによる

農地などの維持管理活動に３７集落、５３ ９ヘクタールで実施していただいております。この

交付金は、農地や農地周りの農道、用排水路、ため池などの保全管理の活動経費や、水利施設な

どの長寿命化のための補修、更新の取り組みに活用いただけますので、未実施の集落はもとより、

現在交付対象とされていない農地につきましても、対象として拡大することを検討いただければ

と考えております。

次に、施設の修理、補修についてはどのような支援施策があるかということですが、現在、農

業用のため池で防災上危険が予測されるものについては、国の農村地域防災減災事業により、た

め池改修整備を行うことができます。この事業はおおむね１０ヘクタール以上、中山間地域では

５ヘクタール以上の受益面積を持つため池で、堤体の老朽化等により安全性が低下した状態で、

下流域の住民の生命の危険、公共施設の被害が予想されるものについて、地元負担６％、中山間

地域では２％でございますが、残りを国、県、町の負担で改修を行うものです。また、農業関係

施設の維持保全には、県のしっかり守る農林基盤交付金を活用して対応しているところです。こ

の事業は、農地、農林道、用排水路、ため池など、農林業生産基盤の整備、補修を行う事業で、

地元の農業者の皆様に事業費の２０％の負担をいただき、残りの８０％を、県が５０、町が３０

％負担するというものです。さらに小規模な農業関係施設の維持保全には、町事業の汗かく農業

者支援事業の中で、農地改良事業として、田面整地、畦畔の築立、作業道、用排水路など水利施

設、暗渠排水などの整備、補修に対する支援を行っています。事業費の２分の１、上限２０万円

－１８－



まで補助しますので、農業用施設の修理、補修に御活用いただきたいと思います。

次に、農業用のため池の廃止、堤体掘削に支援施策はあるかということでございますが、現在

県の事業として、ため池防災減災対策推進事業の中の旧農業用ため池廃止事業があります。この

事業は、ため池決壊時に人命人家に影響があるなど防災上危険なため池について、貯水機能の廃

止または規模の縮小を行う際に、県と町が補助を行うものです。この事業につきましては、地元

の皆様の負担金をいただいた残りを県と町とで半分ずつ負担するというもので、地元負担につい

ては、まだ町内で事業実施予定がないので決定していませんが、さっき述べましたしっかり守る

農林基盤交付金よりも軽減する方向で検討したいと考えております。

質問趣旨の中でもありましたように、農業従事者の減少や高齢化に伴い、農業用施設の維持管

理作業への参加者減少や事業実施時の１戸当たりの事業費負担増が大きな問題となっています。

県では、事業負担が一定額１０万円を超えた場合、超えた部分について負担が多額になるほど助

成率も多くする、漸増方式と言っておりますけれども、少しずつふえていく方式ですね、助成率

がふえていく、そういう方式で助成することを検討してると伺っています。ため池などの農業水

利施設の維持管理は、農業用水としての利用だけでなく、降雨どきの洪水調整や防火用水など、

地域防災の機能、生活用水として地域の環境維持に果たす機能などからも重要な役割を果たすも

のです。したがいまして、この問題につきましては、地域全体の課題として維持管理活動や負担

について、現在農業に従事する方、農業用水として利用する方だけでなく、より広い範囲で分担

いただけるよう、ため池の点検やハザードマップの作成のためのワークショップを実施して、地

域での話し合いを進めていただければと考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君の再質問を許します。

三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） 御答弁ありがとうございました。大変詳しく御説明いただきまし

て、ありがとうございます。

小さな拠点は西伯地区、南さいはくですか、と、あとほかの振興協議会に、区域にそれぞれ１

カ所を、平成３１年度までにつくりたいというふうなお話だったと思います。また、生涯活躍の

まち構想の中で、手間山や富有の里地域振興協議会が望んでおられますような地域の方の集いの

場というのも検討していくということだったと思っております。

御答弁いただいた中で一つ、学生さんが南部町に移住して起業するということがありましたけ

れども、これありがたい、いい話だなと思って聞かせてもらいましたけれども、差し支えなかっ

たらどんなお仕事で、どこに住まわれる予定なのかということが、もし聞いておられたら教えて
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いただきたいというふうに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、大塚壮君。

○企画政策課長（大塚 壮君） 企画政策課長でございます。来年、学生２人が南部町に来て起

業したいという話を聞いております。住まわれるところですけれども、先ほど来出てますが、ど

っか空き家があれば、その中で、町内に住んでいただきたいというふうに考えておりますし、起

業される事業につきましては、今聞き及んどるところによると、学校でのまち未来科ですか、そ

ういったところでの活躍をしたいという部分と、もう一つは、高校生あたりを対象にしまして、

学習塾ではないですけれども、どっちかというと社会教育的な立場での事業を展開したいという

ふうに聞き及んでおります。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） 学生さん２人がそういうお気持ちになっておられるということで、

非常にいいことだなと思いました。空き家を活用されたり、仕事はそういう、高校生さんを対象

にした社会教育的な塾ということでしたけれども、塾なんていうのは、言っちゃ変ですけど、そ

うそうその設備投資っていうのは要らないんじゃないかなと思います。何ていうですか、食堂と

かそういう商売でもしようかと思えば、相当の初期投資が要るんでしょうけれども、こういった

移住してきて起業される方については、支援はどんなことがされるんでしょうかね。補助金とか

そういうこともあるんでしょうか。ちょっとお聞かせください。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、大塚壮君。

○企画政策課長（大塚 壮君） 企画政策課長です。従来からあります南部町の支援をちょっと

御紹介させていただきたいと思います。企業促進奨励金というのがございまして、要件をいいま

すと、新たに町内に移住される方プラス３５歳以下の方で、南部町の商工会に加入していただく

という条件になっております。上限５０万円の補助を南部町は御用意をしております。実績を申

し上げますと、平成２６年には既に２件、それから、昨年度２７年には１件実績がございます。

そのほかにも県並びに産業振興機構、あわせまして商工会のほうにも数々の支援がございますの

で、そこは紹介してまいりたいというふうに思います。

もう１点、県のほうの施策なんですけれども、里山オフィスという事業があります。初年度３

００万円、２年度が１００万円、３年度も１００万円という形で、最大５００万円の補助制度、

補助率が５０％ですけども、業種によってはそういったものの活用も検討できるんじゃないかと

いうふうに考えております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。
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○議員（２番 三鴨 義文君） そういった補助制度があるということでして、やっぱりせっかく

来ていただけるわけですから、町もしっかりと支援をしていただきたいなというふうに思います。

けさちょうどテレビを見ておりましたら、若桜町に、兵庫県神戸のほうから移住してきたとい

う御夫婦の話題が出てました。何で若桜町、鳥取県というところがポイントでして、前回６月議

会の中で、私、アンケート調査の結果をお話ししましたけれども、鳥取県が女性のストレスがな

い県ナンバーワン、全国一という話をいたしましたけれども、どうもそれがきっかけで、子供さ

んもいらっしゃるんですけれども、都会には受験戦争だとか、夜中まで塾に行って夕食が遅いと

か、誰々ちゃんと競争みたいなばっかりやって、本当に都会での子育てっていうのはストレスが

たまるようです。鳥取県は、特に南部町は待機児童もなければ、そういったお受験も余りないで

しょうし、そういったことでその方は若桜町に移住して来られた。何をお仕事されてるかという

と、食堂を夫婦で経営されてると。相当の投資だったろうなと思いますけれども、そういう方が

都会には、子育てを重視して、鳥取県、こっちのほうでも移住定住を考える方がいらっしゃいま

すので、ぜひそういった気持ちの方に、お迎えする側も一生懸命支援策であったり、かかわって

いってほしいなというふうに思います。

先ほどの、大学生が天萬宿のにぎわいで３日間来てくれた話ですけれども、地元天萬地区の人

もフィールドワーク、区内を回るということで、案内して回りましたけれども、みんなが本当に

元気を若いもんからもらったわというような声も出ましたし、初日の夕御飯には、スタッフさん

の分も合わせて３０人分の食事が必要でした。最初の打ち合わせのときには、ローソンの弁当で

もええかなんていう話もしておりましたけれども、それじゃあ味気ないじゃないですかっていう

ことで、できるだけ田舎料理、郷土料理がいいなと、手づくりがいいなということで、天萬区の

方、６人の御婦人にお世話になりまして、自家製の漬物ですとか、昔ながらのじゃぶ汁だとか、

カボチャの煮物なんていうものの郷土料理をつくってもらって、学生さんのおもてなしをさせて

もらったところでございました。また、この６人の御婦人が、終わってから、何と楽しかったね、

また自分やちで持ち寄って、ごちそうでもつくってまたしゃべらいやっていうような、非常にい

い雰囲気の仲よしグループが生まれまして、地元としても本当にいい企画だったなと喜んでおり

ます。

それと、学生さんが提案してくれました中に、最終日だったですけれども、カフェ＆バーとい

うのが提案されました。本当にそういう集いの場というのはいい提案だな、さすが東京の大学生

と感心しましたところですが、昔は本当にあれだけにぎわっておりました天萬宿ですが、今は飲

食店の一つもありません。昔の青年団も婦人会も何もなくなって、活気がなくなっておるのが現
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状です、法勝寺地区も同じようなことだと感じておりますけれども。そこで、地域の人たちのこ

ういった憩いの場ですとか、移住者の方と地域の人との交流拠点、こういう場所があればいいの

になと思ってはいるものの、難しいわなあというのが、今までそういう話だけで終わってきてお

るというのが実態です。

最後に、学生さんの発表のときに、先ほど町長の答弁にもありましたけれども、最後は地元の

人のやる気ですわっていう話がありました。本当に痛いところをつかれたなあと思っております

が、今、そういう提案を具体的に聞きまして、気持ちは、移住してきた人でそういうものができ

ないのか、あるいは理想かもしれませんけれども、自主運営はできないもんかというようなこと

を、今本気で考えてみようと思っているところであります。それをやっていくには、きっかけと

して今回の企画のような、里山デザイン機構がかかわったり、地域振興協議会がかかわったりと、

一緒になって考えていく必要があると思っておりますし、やっぱりそういうことを声を出すには、

音頭取りをする本気のリーダーという方がいるのか、そこがまたポイントになってくると思いま

す。総合戦略の中でも地域リーダーの育成、１００人委員会でも声が出ておりました。というの

が出ておりましたけど、地域リーダーの育成というのは、町のほう、あるいは１００人委員会で

聞かれた育成というものは、どういうふうなことを考えておられるのでしょうか。お聞かせくだ

さい。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、大塚壮君。

○企画政策課長（大塚 壮君） 企画政策課長です。大きい目で見ると、この地域づくりにかか

わる方々というのは、やっぱりその地域のリーダーが核になって進めていく必要があるんではな

いかなというふうに思っています。現在でもいろいろな方々はいらっしゃいますけれども、私が

思うには、時代のリーダーをつくっていく必要があるんではないかと。南部町総合戦略の中にも

書きましたけれども、高校生であったり、中学生であったり、今、教育委員会のほうで頑張って

いらっしゃいます高校生サークル、昔は活動がかなりやっていらっしゃいましたけども、ここ数

年ちょっと活動が見えないという状況もありましたけども、最近はかなりの高校生がそこに集う

ようになってまいりました。そういった高校生をある意味活用しながら、その高校生が次の時代

のリーダーになっていただくことが、ひいては南部町の大きな発展につながるんではないかとい

うことを考えております。高校生が活躍できれば、その次の、昔あった青年団とか、そういった

ことでの活躍もまたできてくるんではないかと思いますし、その先の地域のリーダーという核に

なってまいるんではないかというふうに思います。そこを力強く推進してまいりたいというふう

に考えております。以上です。
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○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。今、企画課長が答弁したとおりだというように思い

ます。私もその場にちょっとお邪魔して、若い人といろいろ話いてみたわけですけれども、高校

生も参加してくれておって、ちょうど北高の子だったと思いますけども、西伯病院の看護師さん

になるというようなことも言ってくれて、非常にうれしく思いました。

さっきの御提案の後に、私に提案をした学生のほうからメールが入りました。そのメールに書

いてあったのは、今回の提案は、自分としてはちょっと不本意だったと、なぜかということです

けれども、それは２案のほうでした。そういう具体的な提案をして、果たしてやれるかどうかと

いう踏み込んだ提案にならんかったと、ああすればええ、こうすればええというだけの提案だっ

たと、こういうぐあいにすれば、こううまく回っていくんだという提案ができんかったというこ

とが残念だったということを言っておりました。地域のリーダーといっても、結局生業を皆さん

お持ちですから、その生業の傍らで地域の活性化などの役割を担っていただく場合が多いわけで

す。ただ、農業をなさっておられる方は、農繁期は別にして、若干のこの余裕があると、農作業

の合間に余裕があるというようなお方がリーダーになって、引っ張っていただくというようなこ

とは十分考えられるわけですけど、なかなか家族を養い、地域のおつき合いをし、その上また地

域の活性化のリーダーになるというようなことはなかなか、言うはやすく行うは難しいというこ

とだろうと思っているわけです。

今、考えてみますと、新たに農業を始めたいと、新規に農業を始める場合には、県のほうが１

５０万ぐらいですか、３年間ぐらいずっと支援をするような仕組みがあるわけですね。ですから、

先ほど天萬宿で、そういうカフェなどをつくって、バーをつくって運営する、そういうリーダー

の方が、生活していくというかな、自立していく、そういう支援を農業の場合のようにしていく

ような施策というものを講じんと、なかなかそこでのリーダーというのはできんのではないかと、

このように思うわけです。大学生がそのメールで言っていたのは、結局そういうことだと思いま

す。そこの場で自立してやっていくことができるような提案ができんかったということに、反省

の弁を述べていますので、結局そこで自立をしていく、生業とリーダーが一緒になると、合体す

ると、リーダーが生業を持ってやると、その生業がリーダーの、その地域活性化のもとになると

いうようなイメージだと思いますけれども、そういうリーダーを養成していかんといけんという

ことです。これはもう非常に具体的に話いてしまったわけですけれども、そういう提案をなさっ

た、そしてそこに携わる方の暮らしが成り立つような施策というものを、農業支援の例に倣って

講じていかなければ、なかなかリーダー、リーダーいっても難しいのではないかと、というよう
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に感じております。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） 学生さんからそういう話があったということですが、私はいいき

っかけになる提案だったなあというふうに思っておりますし、そういった将来どういった形態で

運営するかというふうな経営のやり方ですとか、財政経費の問題とか、設備投資のこととかが、

これからじっくり考えていけば、地元がその気になって考えていけばいいんだろうなと思います

けども、やっぱりその発端となる、地域がその気になるための、鹿児島のやねだん集落のような、

こっちで言えばのぼせもんみたいな、そういう引っ張る人間がおって、誰もやらいやって声出し

するのがきっかけで、それから何人かのグループで次の形態とか考えていくというストーリーだ

ろうなというふうに思います。今現在、私はもうちょっと乗り気になってきておりますけれども、

町長言われた、そういった新規就農のような生活ができる支援というものを、ぜひ、また町は町

で考えていただきたいなというふうに思います。実際に今、独居老人さんもですけれども、南部

町、ひとり住まいの方ですとか、中高年の方ですとか、そういった話す機会場がないというよう

な老夫婦世帯ですとか、そういった方が結構多くありまして、やっぱりこういった、どっか行っ

て話ができる場、語らいの場というのはやっぱり必要だろうなと、特に感じています。町の御支

援、御指導、これからもお願いしときたいと思います。

それともう一つ、聞いておきたいことがありました。御答弁の中で、空き家を活用したお試し

住宅のことがありましたけれども、私もいつか一般質問の中で言いましたけれども、空き家一括

借り上げ事業というのの、これの成果として、今、この事業で入居されているお方は何人ぐらい

おられるんでしょうか。わかりましたら教えてください。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、大塚壮君。

○企画政策課長（大塚 壮君） 企画政策課長でございます。平成２５年から２７年まで、空き

家一括借り上げとして町が実施してきましたけども、その実数をお答えいたします。借り上げた

物件については、合計１０件で、全てもう入居されております。人数については、合計、子供さ

んも入れて２２名、県外からの来られた人数ですけれども１３名、県内が９名というふうに把握

しております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） ありがとうございます。

１０件で２２名、本当に総合戦略で掲げております大きな移住定住の目標に達するのかななん

て、ちょっと甘く考えてしまいましたけど、いい成果が出ていると思います。
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今本当に住む人がなくなって、空き家っちゅうのは、朽ちていく空き家というのは見たくない

もんでして、町としても空き家の活用、こういった事業をどんどんＰＲして、空き家を活用して

いただきたいというふうに思います。私たち地元のもんも、先ほどのカフェ＆バーではないです

けれども、夜の古民家の赤ちょうちんを目指して頑張りますので、どうぞこれからもよろしくお

願いしたいと思います。

この問題はこれぐらいにしまして、次に、２点目の農業用ため池の維持管理についてでござい

ます。ため池や施設の維持管理について、いろいろな支援策について制度を伺いましたので、地

元関係の方にお伝えしたいと思います。

担当課には、そういったちょっと一目でわかるような資料をいただきたいのですが、どうです

か。いただけませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、頼田泰史君。

○産業課長（頼田 泰史君） 産業課長でございます。国、県、町の単独事業というのがあります

ので、それを一応まとめてＰＲかたがた、また委員会のほうでお示ししたいと思います。よろし

くお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 三鴨義文君。

○議員（２番 三鴨 義文君） ぜひお願いします。

今本当に農家の皆さん、先ほども言いました高齢化が進んでおりますし、施設も老朽化が進ん

でおります。とても米の収入というのも見込めない中で、農家からの負担金などかけるというの

もなかなか困難な状況になっております。会見地区でやりました圃場整備も、あれ昭和４４年か

らですので、４６年、５０年近くがもう経過しておりまして、水路にも壊れたところもあります

し、相当の土砂がたまってきております。

この間、水路掃除の役目へ出たわけですけれども、出てこられる方も高齢者の方が多くて、本

当にこげな大きな水路で泥上げるなんちゅうのはできませんで、本当にこれいつまで人力でして

いくんかなというふうに感じました。先ほど言われた施策も活用して、本当に機械を借りてでも

やらんといけん状況が今ありまして、いつまでも役目で、若い人が出てこられんので余計大変で

して、だけん機械を使って費用がかかったんなら、それを町もいろんな施策で応援してもらうと

いうようなことをせんと、本当に維持管理ができないなというふうに思っておりますので、ぜひ

後押しよろしくお願いしたいと思います。特に町長に、詰めて伺うことはありませんので、そう

いう制度でいきたいと思います。いろんな産業課の施策で、担い手の育成ですとか、集落営農で

すとか、いろいろ聞きますけれども、今言ったような状況がどんどん進んできているわけでして、
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これからの農業を想像いたしますと、本当に不安にならざるを得ません。ぜひ南部町の農業を、

農地を守るために町もできるだけの御支援をしていただきたいということを言っておきたいと思

います。

坂本町長も、本議会で御勇退ということで、大変長年お疲れさまでございました。最後に、私、

１期４年間、一般質問などで提言してまいりましたことにつきまして、その都度、町長の御答弁

をいただきました。もう一度、議事録でも発言、答弁の内容を御確認いただきまして、次期町長

さんに、ぜひやれよというしっかり申し送りをしていただきますようにお願いをして、私の質問

を終わりたいと思います。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、２番、三鴨義文君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、５番、植田均君の質問を許します。

５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 午前中最後の質問となると思いますけれども、よろしくお願いい

たします。５番、植田均でございます。

通告しております質問は、水道料金問題について、１点でございます。南部町が誕生いたしま

して、１２年目の誕生日が来ようとしています。旧町間の水道料金に大きな開きがありますが、

町民全体の合意をつくることは町勢発展のためにも、住民生活を守るためにも、丁寧な説明と町

民から出される意見をよく聞く行政当局の姿勢が求められると考えます。私は、町民の皆さんの

暮らしを守るため、水道料金の引き上げをしないことを求め、統一するのであれば、会見地域の

料金に統一することを一貫して求めてまいりました。水道料金は、人間が命を保持するためには

欠くことのできないものだからであります。

そもそも水道料金問題が町民の大きな関心事になったのは、合併によって旧町の水道料金に大

きな開きがあったことから、平成２３年度と平成２６年度に２回の答申があり、その答申が実施

されてまいりました。そして、今回６月２２日付で、公共料金審議会から３度目の答申が町長に

あったわけであります。今回の答申では、料金統一により使用者に不利益になるような負担が生

じない水準としなければならないとしている点や、一般会計からの繰り入れで格差を解消させよ

うとしている点は、私としてもこれまでの主張と同じで大いに賛同できる内容です。今、町の内

外を問わず、格差の拡大、貧困世帯の増大が問題となっています。自公政権は、アベノミクスで

内部留保資金を３６６兆円もため込んでいる大企業や大資産家に対して、そのもうけに応じた税

金を徴収するべきですが、現実は、庶民には福祉の抑制と消費税増税など、弱い者に冷たい政治
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ばかりではないでしょうか。自治体は住民を守る責任があります。地方の財源を豊かにするよう

に、より積極的に国に要求するべきです。水道料金や福祉の充実や農業予算などを拡充させるこ

とで、町内経済の好循環をつくるべきです。そして、水道事業は、ほとんどが住民負担で賄われ

ているところに問題があります。町民にとって死活問題となるような水道事業は、一般行政と同

じように扱うべきです。地方公営企業法３条の経営の基本原則では、常に企業の経済性を発揮す

るとともに、その後が大事なところでありまして、その本来の目的である公共の福祉を増進しな

ければならない、ここが眼目であります。このように規定されているのであります。とかく水道

事業について、経済性のみが強調されますが、本来の目的は公共の福祉の増進であります。その

ことを認識した上で、町民の皆さんの声をよく聞く必要があると考えます。

具体的にお伺いいたします。１、公共料金審議会の答申の説明を求めます。２、水道統合事業

に投入した金額と財源の種類について説明を求めます。３、合併後も西伯簡易水道と西伯上水道

の料金統一をしてこられなかった期間がありました。その考え方の説明を求めます。この３番目

の項目ですけれども、余り重要な質問ではありませんので省略していただいても結構でございま

す。（笑声）４、町民の暮らし、とりわけ低年金生活者や低所得世帯など、生活困窮世帯の実態

について認識を伺います。５、かつて町長は、政治は弱い人のためにあると答弁されておりまし

て、この考えに変わりはないと思いますが、所見をお伺いいたしまして、この場からの質問を終

わります。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 植田議員の御質問にお答えをしてまいります。水道料金一本ということ

でございます。

初めに、公共料金審議会答申の説明を求めるということでございますが、公共料金審議会答申

につきましては、６月定例会の会期中、６月２０日に開催された全員協議会の際に、答申書の写

しと改定料金案の使用水量のモデルをお配りし、御説明しております。改めて御説明を申し上げ

たいと思います。

今回の答申では、料金改定を平成２９年度と平成３２年度の２回を予定する段階的な改定とな

っており、最初の改定は料金統一、２回目の改定は適正料金への料金水準のすり寄せを目的とし

ております。また、１回目も２回目の改定も支出の水準に見合わない料金水準となりますので、

一般会計からの繰り入れが必要であると答申をいただいております。改定料金案の改定前後の使

用料につきましては、まず平成２９年度に施行する料金改定は、料金統一を優先するため、現行

南部町内で最低の水準である会見地区の料金表に一般用の水道料金を統一いたします。一月に２
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０トンを使用される御家庭では、税抜きで０４０円となりますので、西伯地区では現行８４

７円が８０７円下がり、会見地区は現行どおりの額となります。３０トンの場合は８９０円と

なり、西伯地区、現行が２９７円が４０７円下がり、会見地区は現行どおりの額となります。

次に、平成３２年度に施行する料金改定は、申し上げましたように、適正料金へのすり寄せを

目的としておりますので値上げとなります。この際の上げ幅は、水道事業の経常収支における不

足額の約半分程度を補うものとして考えられております。先ほどと同様のモデルを用いますと、

一月に２０トン使用される御家庭では税抜きで５３８円となり、４９８円上がります。３０ト

ンを使用される御家庭では７５８円となり、８６８円上がります。これらは６月にお配りして

おります資料に掲載しておりますので、御確認いただけたらと思います。

次に、水道統合事業に投入した金額と財源種類を求めるという御質問でございますが、平成２

４年度から平成２７年度にかけて実施いたしました水道統合事業につきましては、緊急時のライ

フラインの機能を備えたものであることから国の補助事業としての採択されており、国から４年

間で１００万円の補助金を、また一般会計から４億８００万円の出資金をいただいておりま

す。総費用は５億９００万円となっております。また、一般会計からの出資金の財源でござい

ますけれども、国庫補助金、これは地域の元気臨時交付金が６００万円、合併特例債が１億

６００万円で、あとは一般財源１億６００万円でございます。

次に、合併後も西伯簡易水道と西伯上水道の料金統一をしてこなかった期間があるんだと、そ

の考え方の説明をという御質問でございますが、平成１６年度、合併時の合併協議会におきまし

ては、水道料金の統一につきまして課題として明示するにとどめ、合併後の検討に引き継がれま

した。これは、旧町の水道料金の格差が余りにも大きかったため、いっときに料金改定を行った

場合に生ずる家庭生活への影響を考慮しなければならなかったためでございます。また、当時は、

水道施設とそれに付随する事業の財政運営も、地方公営企業法の適用を受けている上水道と、同

法の適用を受けず町の特別会計により運営される簡易水道に区分されており、料金を導き出すた

めに必要となる財政収支の状況を別々に勘案しなければならなかったことも、料金統一への検討

を困難にさせておりました。

平成１８年度に簡易水道統合計画を策定し、南部町の水道事業を一体的に運営することとしま

した。これは、財政基盤が不安定な簡易水道事業を上水道と統合し、地域の水道事業を安定させ

ることとした国の施策が背景となっており、水道事業の建設改良に交付される国の補助金につい

ても、その計画策定が前提となっておりました。こうした流れから、平成２０年度には会計を統

一し、一つの財政により事業運営を行う体制として現在に至っております。そして、平成２２年
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度の公共料金審議会には料金統一課題が明確に提起され、料金統一に向けた段階的な料金改定案

と、次回改定時に簡易水道料金を上水道に合わせて統一して改定するという答申をいただきまし

た。これらの経緯もあり、平成２５年度に行われた公共料金審議会で簡易水道の料金改定が示さ

れ、平成２６年度に簡易水道の料金改定を施行いたしました。自治体同一料金の観点からいえば、

合併時に統一するべきではありますが、申し上げましたように、町民の皆様の御理解や国の施策

を踏まえて進めてきておりますので、御理解をいただきたいと思います。

町民の暮らし、とりわけ低年金生活者や低所得世帯などの生活困窮世帯の実態について認識を

伺うということでございます。現在、町が所有しているデータでは、住民お一人お一人の所得は

課税対象収入についてしか把握できませんので、遺族年金、障害年金など非課税の収入がある方

についてはわからないのが現状です。その上でお答えできる範囲でお答えさせていただきますと、

平成２８年度の町民税非課税の方は３６７人となっており、全体の４ ６％を占めています。

こうした、いわゆる低所得者の方への納税減免や各種料金などの減額など、経済的な負担を少な

くするような対策がとられております。

例えば国保税では、住民税非課税の方の保険料は、資産をお持ちの方を除き世帯平等割と人数

分の均等割のみとなり、これも所得に応じて、現在約０００世帯、６４％の方に、７割、５割、

２割の軽減で納税額が下がるようになっております。また、病院で受診されたときに支払ってい

ただく医療費についても、あらかじめ限度額適用認定証の交付申請をしていただくことで、医療

機関の窓口で支払う医療費を下げることができ、本年７月現在で約３４％の方がこの制度の対象

となっています。

こうした本人負担額の減免制度は、後期高齢者医療保険や介護保険にもございます。後期高齢

者医療の低所得該当者は、本年５月末現在で、南部町で全体の約３３％、県で約３９％、全国で

は約４０％ですので、南部町の７５歳以上の低所得該当者は平均に比べてやや少ないと言えます。

そのほか国民年金保険料も、全額免除や一部免除を受けている方が約４２％あります。県全体で

約４６％ですので、おおむね平均あたりに位置しています。保育料については、所得に応じて１

１の階層に分けており、３歳児で最高３万０００円に対し、市町村民税非課税の方は０００

円としております。この保育料は町独自で、国の基準額よりも引き下げを行っております。さら

に、国と県の補助により、ひとり親や多子世帯に対する減額制度も適用しております。町営住宅

の使用料でも、所得に応じた金額を定めるなど、少しでも低所得の方のお力になれるよう対策を

行っているところでございます。

また、平成２７年４月から、生活困窮者自立相談支援事業を南部町社会福祉協議会へ委託し、
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総合福祉センターしあわせ内に、さまざまな理由で生活に困っている方の相談窓口として、生活

サポートセンターなんぶを設置しています。あわせて、役場内におきましても、生活困窮者の早

期発見、早期支援を目的に町内ネットワークを構築しており、相談者の同意を得た上で、生活サ

ポートセンターなんぶにつなげるように対応しております。

冒頭に申し上げましたように、役場では皆様の収入の実態はデータではつかみ切れておりませ

んので、生活にお困りの実態は、かかわりのある担当者からの情報提供などで把握することしか

できませんが、町としてはお力になれるよう、各部署で連携をとりながら適切な対応を心がけて

おりますので、どうぞ遠慮なく職員に声をかけていただきますようにお願いして答弁といたしま

す。

次に、政治は弱い人のためにあると、この考えに変わりはないかということでございますが、

私自身がいつの議会で政治は弱い人のためにあるという発言をしたのか、すぐには思い出せませ

んけれども、まさしく政治とは弱い人のためにあるというように思っております。２１年間余、

私なりに常に社会的に弱い立場の方に寄り添い、町政をつかさどってきたという自負がございま

すし、町長を退いても、この考えがいささかも変わるものではございません。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 植田均君の再質問を許します。

植田均君。

○議員（５番 植田 均君） ありがとうございました。非常に今回は質問がしにくいんですけ

ども、町長もこの議会を最後に勇退をされるわけで、町政のこの先の話を町長に問うのが、少し、

何といいますか、どこまで言っていいのかいけないのかという思いでおります。

一つずつ聞きますけれども、今回、４回の公共料金審議会が開かれているようでして、その資

料をいただきまして読みました。第３回の審議会ですか、公共料金審議会で、将来の料金設定の

見通しということが話し合われておりまして、そこで、前回、これまでの２３年度でしたっけ、

過去の２３年度、２６年の答申の見通しが、ずれが生じたっていうような反省をしておられるよ

うな記述だと私は見たんですけれども、それで、条例として議会に、今後どの議会に提案になる

かわかりませんけども、条例化するには３年間分の条例化が限度ではないかというふうに課の方

が発言されている記録があるんですけど、その辺は実際問題として町長に聞いていいもんかどう

か、どのように、答えられる範囲でお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 上下水道課長、仲田磨理子君。

○上下水道課長（仲田磨理子君） 上下水道課長でございます。将来の見通しということですけど

も、平成２３年度の審議会では、今の統合事業も水道事業の費用でやるという予定でございまし
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たので、かなり高い費用になったと思います。その段階では、水道料金の計算の仕方に差があり

ましたので、とりあえず近づけていかないといけないので、形から変えていこうということで、

答申をいただきながら変えていった経過がございます。２５年度の答申では、統合事業が町のほ

うで出資金でやられるということが、大体見通しができてきましたので、水道事業から費用が出

ていくということは、全部費用が出るということはなくなりましたので、それからの経費も見て

いかないといけませんけども、安定した水道の提供ができるようになるという見込みで、大体近

づけるような答申をいただいております。

今回の見通しですけども、やはり水道事業は、経営していくに当たりましては、今、安定して

きている時期ですので、その分の水道料金の収入というのは最低必要ではないかという考え方を

私たちは見ました。費用に係る水道料金ですので、費用の見方といたしましては、減価償却費と

いうのがやはり大きな費用の割合を占めておりますので、でもその減価償却費というのは、将来

的には施設の更新であったり、今、最初から引いている水道管などはもう４０年、５０年を経過

しておりますので、あちこちで修繕がかかってきているような状況になっています。年間００

０万程度の修繕費用がかかるような水道事業会計ですので、それを賄っていくためには、今の段

階で縮められる経費というのが、この統合事業によって少しずつできてくると思いますけども、

やはり今の収入を得なければ、これからの水道事業は維持できないでしょうということで、将来

の見通しという計算をさせていただいております。

その段階で、もう合併から１２年もたちますし、当審議会も３回の答申になってきますので、

まず、統一に向けては最低のところから始めてはどうかという御意見をいただきましたので、そ

の答申をいただいております。やはりそれでも、今、実際に支出を賄うためには足らない料金に

なっておりますので、それに向けて、まず第１回目の料金改定はやはりお願いしないといけない

ということで、３年間ということでお願いするという経過になっております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 課長の説明、最後でやっとわかりました。条例化として提案する

のは、３年間の会見の料金に合わせる料金表という形で提案をするということで、再度確認させ

ていただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 上下水道課長、仲田磨理子君。

○上下水道課長（仲田磨理子君） 上下水道課長です。答申は、２９年度に会見の料金に統一する、

３年後には、やはり支出が賄えないので、ある程度の値上げはお願いするという答申いただいて

おりますので、それは条例にしていきたいと私たちは考えております。
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○議長（秦 伊知郎君） 植田均君。

○議員（５番 植田 均君） じゃあ、条例として、６年分提案するということですか。

○議長（秦 伊知郎君） 上下水道課長、仲田磨理子君。

○上下水道課長（仲田磨理子君） ２９年度の改定と３年後の３２年度の改定はお願いしたいと思

っています。その先は、また費用の状況とか変わってきますので、３年後になるか、何年後にな

るかはちょっと確定はしておりません。

○議長（秦 伊知郎君） 植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 私、議論の過程で、３年間の料金の条例しかできないという議論

が途中まではなっていたんですよね。その一方で、必要な費用は発生するので、そのことを無視

するわけにはいかないけども、料金の提案は３年間という、これは途中経過ですよね。答申その

ものを見ると、料金表もついてますから、６年分ということになったわけですね。私の意見とし

ては、最初の壇上の質問でも言いましたけれども、公営企業法適用といえども、この本来の目的

が公共の福祉の増進だということを、結局、何ていいますか、今回も一般財源を入れるわけです

けれども、それから町内の生活をしておられる町民の方々の非課税世帯が４ ６％ですか、そう

いう状態で、これ水道料金、全て料金表どおりに徴収するわけですよね。そういうことで、この

公共の福祉の増進ということを考えたら、電卓をはじいているものはもらわないといけないとい

う判断だけではいけないと私は思うわけです。

それで、一つ、国が２０１６年の骨太の方針で、国民生活にかかわることについていろんなこ

とを、考えを発表、いろんな審議会で考えておられるようでして、一つ、３万人以上の人口を有

する市町村を対象にしてのことなんですけれども、下水道事業とか、下水道事業一般ですね、こ

ういうのも、３万人を超える市町村は公営企業でやりなさいというような方向づけを、厚生労働

省になるんでしょうか、しようとしているみたいです。それで、導入策で少しお金を預けるけれ

ども、そこで独立採算にさせて、それで国の出し分を最終的に削っていこうという、私は作戦が

見え見えっていうか、そういうことだと私は考えるんですよ。

地方自治体は何のためにあるのかといえば、住民の福祉の向上そのものですよ。この住民の福

祉の向上のために我々はここにおって、いろんな意見を言い合っているわけだと私は思って疑い

ませんが、そういう立場から考えれば、まだ答申は答申なんですよ。これをどういう条例にして

いくかは、どうせ住民の説明会があります。そして選挙もあります。そういう中で、十分に議論

を深めていくべきだということを言っておきます。

それから、最後になりますが、大分時間残しますけれども、２３年の３月議会で私の一般質問
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に、町長は、政治は弱い者のためにあるということですが、これは変わっておりませんので、そ

ういう立場で町長を務めておりますので、よろしくお願いしますということで、私、これ水道料

金の問題で質問したときのあれですわ。町長も、次、新しい町長が決まれば、いろんな意味で引

き継ぎをされると思います。最初の答弁で、政治は弱い者のためにあるという、私はこれはすば

らしい政治信条、哲学だと思います。これを次の新しい町長にぜひ引き継いでいただくことをお

願いいたしまして、大分時間が余りましたけども、終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁はいいですか。

○議員（５番 植田 均君） いいです。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、５番、植田均君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとりたいと思います。再開は午後１時、１３時からにいた

します。よろしくお願いいたします。

午前１１時４６分休憩

午後 １時００分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

引き続き、町政に対しての一般質問を行います。

４番、板井隆君の質問を許します。

４番、板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） 議長よりお許しをいただきましたので、通告しています、私もこ

の地域に暮らしております南部町西伯カントリーパークについて質問をいたします。

その前に一言、坂本町長にお礼を申し上げたいと思います。お許しください。

坂本昭文町長は、来月１０月に予定されている南部町町長選挙への出馬を見合わせ、今期を限

りとして、南部町長職を勇退されることとなりました。４６歳という若さで西伯町長に就任され、

南部町の誕生をさせていただき、２１年の長きにわたって、町長として町の再生、再活に御尽力

をいただきました。この間には、町長自身も自負しておられますまちづくりの基盤として、７地

域に地域振興協議会を発足され、それぞれの問題解決に、地域を支える盤石な体制を構築され、

また、さまざまな発展的な町政に成果を残され、町長の政治理念にある、子や孫にツケ回しをし

ない安定した町財政を確立されたことは、後世に残る名町長であったと思っております。この場

をおかりしまして、深甚なる敬意と感謝を申し上げたいと思います。本当にお疲れさまでした。
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それでは、質問をさせていただきます。質問は、先ほど申し上げましたとおり、南部町西伯カ

ントリーパークの施設整備についてであります。

カントリーパークは、昭和６２年に、野球場、テニスコートなど、野外スポーツ施設を含めた

周辺の整備が順次行われ、町内外からたくさんのスポーツ団体、愛好者が利用されております。

現在、管理は、株式会社ＴＫＳＳ、鳥取県健康スポーツ支援センターが指定管理者として管理、

運営を行っていただき、指定管理後もさまざまな大会やイベントなども計画され、町直営で管理

をしていたとき以上の実績で、健全な管理がなされていると実感をしております。しかしながら、

施設完成後３０年近くがたっており、老朽化が進み、公園の遊具も撤去されたものが多く、子供

たちの居場所、そして遊ぶ場所もないという声も聞いております。今後のカントリーパークの整

備についてお伺いをいたします。

まず１つ目に、近年の利用状況と利用者のニーズの対応について。そして２番目に、野球場周

辺の防護ネットの安全性の現状について。３番目としまして、テニスコートの周辺にありますあ

ずまやや応援席の老朽化が進んでいると聞いております。このような修繕について伺います。そ

して４番目に、カントリーパーク入口にあります公園の整備、そして遊具の整備について伺いま

す。５番目としまして、それぞれありますトイレの改修、特に子供用がない、そして洋式トイレ

がないということも利用者の方からも聞いております。そういった点についてお伺いをし、壇上

からの質問とさせていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 板井議員さんのお尋ねにお答えをしてまいります。カントリーパーク

の施設整備についての御質問でございます。

西伯カントリーパークは、昭和６２年に野球場が完成したのを皮切りに、夜間照明つきで、人

工芝コート４面を有するテニスコート、サッカーやソフトボールが可能な多目的広場、ゲートボ

ールコートが２面、水遊びの広場やラジコン広場、子供広場も併設し、子供から大人まで誰もが

楽しめる総合運動施設として、平成２年１１月にグランドオープンいたしております。しかしな

がら、開園後、約３０年が経過しており、施設の老朽化に伴い、ここ数年、修繕箇所がふえる傾

向にあり、その都度、優先順位をつけながら対応している現状にございます。

１点目のお尋ねは、近年の利用状況と利用者ニーズへの対応についてでございます。

カントリーパークは、町内外から多くの利用があります。ここ３年間の利用者数の推移を見て

みますと、平成２５年度が７６１人、平成２６年度が０１４人、昨年度が５２１人となっ

ております。野球場とテニスコートの利用が多く、近年は夏休みの合宿等での利用が増加してい

－３４－



るように伺っております。利用者ニーズへの対応につきましては、指定管理者を通じて利用者の

声を届けていただいたり、年度末に開催します野球場利用調整会議で、直接利用者の方の御意見

を伺っている現状にございます。こうしたことを通じまして、昨年度はピッチングマシーンを購

入し、県外からの野球部合宿等で大変喜んでいただいております。今年度は野球場本部席及び休

憩室にエアコンを新設したほか、駐車場案内看板を設置いたしております。

次に、球場周辺の防護ネットの安全性の現状についてであります。

野球場の防護ネットは、開園以降、改修等は行っておりませんが、安全点検、管理につきまし

ては、指定管理業務の一環として実施いたしております。しかし、ここ数年、硬式野球の試合で、

ファウルボールが防護ネットを越えて、隣地の畑や民家の屋根を直撃する事案が数回発生をいた

しております。開園当初は軟式野球の利用が多かったわけでありますが、ここ数年は準硬式や硬

式での利用が多くなり、ファウルボールが防護ネットを越えるケースがふえていると認識いたし

ております。当該施設周辺の安全性向上の観点から、喫緊の課題と考えております。

３点目は、テニスコートやあずまや、応援席の老朽化対応についてであります。

施設の老朽化対応につきましては、指定管理者からの報告を踏まえ、利用者の皆様に御迷惑が

かからないよう、あわせて安全確保に配慮しながら、適宜修繕を行ってまいりました。テニスコ

ートにつきましては、平成２５年度に劣化が激しい部分について張りかえを行いました。あずま

や及び応援席につきましては、遊具とあわせて毎年安全点検を行っておりますので、修理が必要

な箇所や危険と判定された箇所については、計画的に改修をしたいと考えております。

４点目は、公園、遊具の整備についてであります。

遊具につきましては、老朽化に伴い、修理不可能なものについては撤去の方向で対応しており

ます。利用者から、遊具が少ないのでふやしてほしいとの要望があることは承知をいたしており

ます。今後のカントリーパーク周辺整備計画の中で、今の位置に遊具を整備するのがいいのか、

公園整備にあわせて新たな場所で整備したほうがより利用しやすいのか等、検討しながら進めて

まいりたいと考えております。当面は、遊具点検をもとに修理対応してまいります。あわせて、

児童館等、他の公共施設の利用についても、積極的に情報提供してまいりたいと考えております。

最後に、トイレ改修についての考え方はどうかとのお尋ねでございます。

公園内のトイレは、野球場のトイレを含めまして４カ所ございます。１カ所を除き、全て大人

用の小便器と和式トイレとなっております。御指摘いただきました洋式トイレへの改修は、子供

の利用を考えましても必要な対応と考えております。いずれにしましても、施設全体の根本的な

改修計画を策定する時期に来ていると認識をいたしております。今後のまちづくりを進める上で、
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カントリーパークの果たすべき役割を再確認しながら、安全⋞安心で皆さんに喜んでいただける

施設づくりを目指してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君の再質問を許します。

板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） 答弁ありがとうございました。今回この質問に至ったところは、

ちょっと最近、よく地域の人たちとの出会う機会が多いもんですから、行けば、いろいろな、町

のことについて意見を聞いたりとか、また意見があったりとか、要望があったりとかしているわ

けなんですけれど、その中で、特に、先ほど最初に言いましたように、私の地元でもあるカント

リーパークというものが、やっぱり老朽化しているなというのを前々から思ってもおりました。

そういったことも含めて、今回質問をさせてもらったわけなんですけれど。

まず第１に、前は賀祥のほうから道がずっと、ちょっと狭くて、橋を渡っていったんですけれ

ど、今の三鴨議員が企画課長のときに、ぜひ能竹側から道をつけたいんだというのが私のたって

の計画であって、何とかしょいやということを前々から、まだ課長時代から話を聞いておりまし

た。私も、地元能竹ということもあって、それはあったほうがいいねということで、あの辺の道

を、結構岩盤が出たもので、土地開発公社である企画のほうは大変苦労をして道をつけていただ

いて、非常に便利のよいカントリーパークになったというふうに思っております。

あわせて、残土処分跡地のお金を使って駐車場のほうも整備をしていただいて、一層、非常に、

大きな大会をしても駐車ができる場所も確保していただいて、本当に周辺の整備がなされている

ところなんですが、結局、中ですね、周辺は大きな大会をしても来れるようになった。でも、中

のほうを見ると、やはり公園とか含めて、まだまだ整備のほうが行き届いていないというふうに

思って質問させてもらいました。

この中で、先ほど教育長のほうからも、１年に１回の、指定管理者であるＴＫＳＳさんを含め

て、野球場について意見交換会などを持っているということなんですけど、この決算書を見てみ

ますと、このたびも、先ほど答弁にもありましたように、ピッチングマシーンを買ったり、また

野球場の土を入れかえたり、それから照明の取りかえとか、散水加圧ポンプの取りかえとか、そ

れから街灯の修理とか、２７年度の決算書の中身を見ても、いろいろと対応はしていただいてい

るというところは認めるところなんですけれど、その意見交換会の中で、何かもうちょっとこの

辺が、カントリーパーク等の整備について足りないとこがあるんだとか、利用者の声、そして指

定管理者の方のを含めて、ほかにも意見が出ているのか、ちょっとその辺について教えていただ
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ければと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。毎年１回、指定管理者の方との意見交換を

行っておりますが、今まで多かったのが、やっぱり駐車場が狭くて、大型のバスが入りにくいと

いう御意見が多かったというところで、昨年度、新たに大型が入るような駐車場のほうを整備を

いたしました。あと、全体的には、やはり議員の御指摘のとおり遊具が少ないという御意見を踏

まえて、そろそろ新たな改修計画をつくらないけん時期ではないかという御意見も多くいただい

ておるところであります。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございます。

さっきの答弁の中で、その計画なんですけれど、周辺整備計画に基づいてというような御答弁

があったと思うんですけれど、年間、それとも中長期的に、そういったような整備をしていくん

だということについて、教育委員会としては、その計画に基づいたものというものがまずはある

のでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育長次長でございます。現在のところ、新たな周辺の整備計画と

いうものの進捗がまだ進んでいないという状況でありますので、教育委員会としましては、今の

ところは今の施設の維持をしていくというところで考えている状況でありまして、新たな計画に

ついての、中での話し合いというのはまだ進んでおりません。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ということは、結局は、今でいうミトロキですか、残土処分場跡

地の計画、これは企画のほうが持っていってる、行っていかなくちゃいけない。それから、今の

カントリーパークは教育委員会が持っているということで、２つの近くに、２つそれぞれの形で

の整備をしていくという中の合同的な計画ということで進めていくという、教育委員会としては

考え方なんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長であります。新しい周辺整備計画を策定するに当たりまし

ては、教育委員会としてもその中に入って、一緒になって計画のほうを考えていきたいと思って

います。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。
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○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございました。やはり、もちろん中長期的にいけば、

ミトロキの周辺の整備も含めていかなくちゃいけないということはわかるんですけれど、ただ、

今既存している施設というものをやはり利用をしてもらう、また、利用してもらうことが促進で

きるような整備をしていっておくということは、まず第一前提じゃないかなと。いずれは、何年

先になるのかわかりませんけれど、周辺、ミトロキの残土跡地を含めて、やはりそれではちょっ

と私は遅いんじゃないかなと。先にカントリーパークを整備をして、そして、子供さんや家族も

含めて来てもらう、そういったようなことをまずはつくってほしいなというふうに思うんですけ

れど、次長、今ずっと答弁してもらっています。教育委員会に、町民の方でも、町外の方でもい

いです、家族で公園とかで遊びに行きたいけれど、どこに行ったらいいですかというような、も

し質問が入った場合、受けられたらば、どこをまず推薦しますか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育長次長でございます。教育長答弁でもありましたけども、カン

トリーパーク以外にも、例えば小学校であるとか、中学校であるとか、児童館であるとか、町の

ほうには公共施設、ほかにもたくさんございます。小学校のほうは、芝生化をしておりますので、

遊具も芝生化になっておりますので、小学校のほうは。遊具のほうも、滑り台とか、鉄棒とか、

必要最小限のものは整備をされておりますので、できる限り、平日学校が開いている場合はなか

なか利用はしにくいと思いますけども、土曜開校以外の土曜日であったり日曜日は地域に開放を

学校はしておりますので、ぜひまたそういう施設を使って利用していただければというふうに思

っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございました。町民の人や町外の人からすると、今の

ような公共施設、小学校、中学校、それから児童館ですか、やはり、正直なところは、本当に使

っていいのかなという思いがあると思います。開放してますというならば、もっともっとＰＲも

してほしいですし、やはり、そうではなくて、もっと気楽に行ける、安心して使える場所という

のも必要ではないかなというふうに思ってるんですけれど、その点について、教育長、どうです

か。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。子供さん方の遊び場というか、居場所というの

か、そういうものをきちっとという話だろうと、そういうお尋ねでございます。今、次長も申し

上げましたけれども、いろいろな施設もあるということも踏まえまして、要はカントリーパーク
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の子供さんを対象とするスペースというかな、そういうものが、そのスペースが、町が持ってお

るさまざまな同様の施設とどうすみ分けというのかな、どのようにその連携をしていくのかとい

うあたりを、やはり少し整理をせないけんのかなという気がしています。

遊具で撤去したものをまたもとへ戻す、あるいは壊れたものを新しいものにするとか、それだ

けではあんばいが僕は悪いような気がしておって、まさにスポーツ利用ではないけれども、町内

外から家族連れで来ていただいて、半日でも、一日でも、そこで時間を過ごしていただけるよう

なスペースとして、そこをきちっと考えるのか、いやいや、そのことはちょっと置いといて、例

えば、他のスポーツ施設を家族そろって御利用になられたときに、子供さんたちの時間をカバー

するというかな、その程度の、その程度というか、そういう目的で整備をするのか、そのあたり

を少しやっぱり、さまざまな皆さん方の御意見なり、まちづくりの方向性なり、そんなものを検

討しながら、狙いというか、目的というのか、そのあたりをきちっと整理をしたいなというぐあ

いに感じているところです。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） 教育長、ありがとうございました。結局やはり、あそこのカント

リーパークですか、最初できたころは、カントリーパークの公園に、この辺でいくと保育園の遠

足で行かれたり、それから町のバスを使って園外保育をあそこで使ったり、それから町内外の子

供会とか、そういった方が結構遊びに来ておられました。本当ににぎやかな公園だったと思いま

す。そういう公園にしてほしいという今までのちょっとやりとりの中から質問をさせていただき

たいと思います。

最初に、野球場のネットについて話をされました。やはり、今の一塁側というんですか、硬式

の利用度が高くなってから、向こうのほうに、家の瓦を壊したとか、そういったので補正予算が

組まれたこと、何回かあったことも私も覚えておりますけれど、やはりそのネットというのは、

そういった防護をするための大切なものであって、軟式だからいい、硬式だから危ないんだとい

うばっかりではなくて、やはりちょっとネットも低いなと。そして、三塁側のほうですと、今度

はあそこを、野球場に行ったり、テニスコートに行ったりする利用者の方もあったり、遊びに来

ている人たちもあると思うんですけれど、そういったような危険性というものは日常的には考え

ておられないものなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。三塁側のほうは防護ネットはありません、

今の状況は。今たまたま、三塁側の横のほうにラジコン広場がありますけども、開園当初は結構
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利用があったと思うんですが、今ほとんど利用がないというところで、ファウルボールで三塁側

に出た場合でも支障がない現状があります。

それから、一塁側のほうは、以前は防護ネットと、バックネットの裏側の防護ネットの間に大

きな木が生えてまして、大きく枝が張ってましたので、以前はボールがその枝に当たって、なか

なか球外に、野球場の外に出ることはなかったんですけども、平成２５年に、落ち葉が結構屋根

に落ちるということがありまして、要望をいただいて木を切りました。そしたら一気に視界が広

がって、ちょうど防護ネットと防護ネットの間が２０メーターぐらいあいている状況であります

ので、ファウルボールでネットを越えた場合には直接もう民家のほうに行くという状況でありま

すので、非常に危ないというふうには認識をしておりますので、予算の限りもありますけども、

少しこの部分に来年度以降は検討していかないけんなというふうには思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございます。これ、決して地元の人から、自分ちが壊

れたとか、それを何とかしてくれって言われたわけじゃなくて、その方は、逆に言うと、ああ、

そんなに飛んでくるんだとかいってびっくりして、逆に喜んでおられたぐらいで、全くそのよう

なことでのクレームはないわけなんですけれど、やはり何かあったときではもう遅いときがあり

ますので、そういった面では、そのための、本当にその木でもいいんではないかなと思います。

時間はかかるかもしれませんけれど、またそれを植え直しするとか、そういったような形。

ただ、一塁、三塁側っていうんですか、そちらのほうについては、今までネットもなかったし、

そういったような大きな事故とか、そういったこともなかったということかもしれませんけれど、

最近使う人がないから大丈夫なんではなくて、使う人を呼ぶためにその整備をしていかなくちゃ

いけないというふうに思いますので、年次的に計画をしていくというような前向きな御答弁をい

ただきましたので、ぜひとも、ネットについても安全性で、野球をする人も安心して野球ができ

るというような体制を組んでいただければなというふうに思います。

次にはテニスコートですけれど、テニスコートのあずまやと、それから応援席、ベンチといい

ますか、座るところはいいんですけれど、上の、何ていいますか、日よけがビニールでしてある

んですかね、そのテントが少し破れたりとかしてきているというような現状もあるようです。あ

ずまやのほうは木づくりですので、年数たってますから、ちょっと怖いような建物になってきて

いるということです。

それと、コートについては、利用している人にもちょっと聞いたりしたんですけれど、オムニ

コート、この辺ではなかなかない、人工芝に砂が敷いてあるオムニコートということで、コート
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は非常にいいコートだということで評判はよく、先ほどの答弁にあったように、合宿や地元のス

ポーツ少年団のテニスの人は毎週土曜日使っているって言っておられましたかね、そういった形

で非常に利用もあるんですけど、やはりところどころ、オムニコートのところが亀裂が来たり、

何ていいますか、少しコートが剥げてしまっているというようなことで、ちょうどラインの角っ

こで、一番走って滑らなくちゃいけないところがそこへとまってしまって危ないんだというよう

な声も、これは細かいことなんですけれど、ありました。

そういった声にやはり応えていくということが大切なんじゃないかなというふうに思っており

ますけれど、私が質問しておりますあずまやとか、それから応援席のほうですね、多分、質問出

した後に一度は見に行ってもらったと思うんですけれど、その辺どういうふうに感じて帰ってこ

られたんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。現地のほう行かせてもらいまして、確認を

させてもらいましたし、毎年この６月、７月に、指定管理者のほうから点検報告をいただいてお

ります。あずまやについても、やっぱり部分的に塗装が剥げておったりする箇所が目につくとい

うところで、即座に使用停止をするまでではないんですけども、少し計画的に塗装であったりを

していく、なければならないというふうには点検報告の中でうたってありますので、また来年度

以降の予算の中で、少しその辺は配慮していきたいなというふうに思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） よろしくお願いします。やはり、安心⋞安全ということから考え

ると、緊急性の高いところから直していくというのが一番だというふうに思いますけれど、やは

り使う人からすれば、逆に言うと、きれいで整備されてて当たり前で、この整備はちょっとなっ

てないなというようなことになると、クレームもどんどんどんどん広がっていって、利用度も落

ちてくるというようなこともあると思いますので、やはり使われる愛好者、また利用者の立場に

立った形での対応などをしていただいて、野球のほうも、テニスのほうも、気持ちよく使ってい

ただけるような体制にしていただければというふうに思います。

きょう、私が一番言いたいのは、次の公園のことです。公園とトイレとあわせてなんですけれ

ど、公園については、先ほどからいろいろとるる説明もあったわけなんですが、今現在の公園の

中ですね、カントリーパーク内の公園の中の遊具というものの、現在の使えるようなものという

ものは確認をしておられるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。
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○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。現状で、遊具の中で、使える遊具のほうが、

ザイルタワーって御存じですか、少し高い、ザイルが張ってあるものと、ジャングルジムと鉄棒

と滑り台のほうが、現状、今残っている遊具の中で使用可能なものであります。２５年度に１回

撤去をしておりますのが、ブランコとシーソーと、あと総合遊具という少し大き目な遊具でした

けども、その３つの遊具については２５年度に撤去をしたということであります。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございます。最初お話ししましたように、今いろいろ

と回ってて、特にお母さん方から声が、小さな子供さん、子育て最中のお母さんのほうからあっ

たのは、私は公園に行くというときに、一度カントリーパークに行ってみたけれど、遊ぶものも

何もなくて、今は岸本に行っていますと。多分Ｂ＆Ｇのことなんでしょうか、あの辺のことだと

思いますけど、あそこに子供を連れっていって、遊んで、帰りに、岸本にあるホックとかに寄っ

て買い物をして帰りますというようなことを言われました。これが町内にあるならば、町内で遊

んで、町内で買い物をして帰ると思いますと。やはりそういった流れもあると思うので、そうい

った子供たちが外で遊べるような場所、１カ所でもいいからそういった場所をつくってほしい、

整備をしてほしいというような声もありました。

そういった状況からすれば、一番は、西伯のほうにもカントリーパークのところ、それから会

見のほうですと運動公園のところとか、今のしあわせじゃなくて、どこでしたっけ……（「いこ

い荘」と呼ぶ者あり）失礼しました、いこい荘とか、あの辺の整備をというようなことにもなっ

てくると思うんですけれど、やはり今、子供たちが外で遊んでいる姿がなかなか見えない、お父

ちゃん、お母ちゃん、保護者の人と一緒に子供たちが声を出して遊んでいるところがないという

のが現状ではないかなというふうに思っています。そういった面からすると、今の公園の整備、

必要だと思うんですが、さっき整備とそれから撤去されたものは、今現在既存しているものと撤

去された遊具は聞きましたけれど、新しく遊具をそのかわりに設置をしたとか、それから修理を

して使えるようにしたとか、そういったものがカントリーパークのほうであるんでしょうか。撤

去だけで終わっているのか、その後、新しく新設したものがあるのか、その辺について御答弁い

ただけますか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。新しく新設をした遊具はありません。ただ、

今現在使っております遊具を毎年度点検をしながら、修繕が必要なものは修繕をしてきたという

ことでございます。
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○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） そうなんですよね、どこともです。昨年、議会で、町民の声を聞

く会ということで行ったときに、何カ所かそういったことで言われました。例えば、天津の運動

公園のところにしてもそうですし、手間のほうでも話がありました。危ないから撤去をしてもら

うのは非常にありがたいんだけど、撤去のままで、あと何もない、だから子供たちの声が外でし

なくなったんだと。それが全てはと言いません、テレビゲームや、外は危ないからというような

ことも十分考えられるわけなんですけれど、そういった場所づくりというものを、これは教育委

員会だけのものではないかもしれませんけれど、その点については必要性というものは、教育長、

どう考えておられますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。先ほども少し触れたんですが、子供たち、ある

いはその御家族も含めて、さっき伯耆町のＢ＆Ｇの施設、一つの例で言われたんですけれども、

そういうようなスペースというのが町内には必要だろうというぐあいに、私自身は思っています。

ただ、それが、現在のカントリーパークのエリアがベターなのか、あるいは、そこの役割でなく

て、別のところにそういうものを新たにつくったほうがええのか、こういうような選択肢もあり

はしないだろうかなというぐあいに思っています。このあたりのところは、全体のまちづくり計

画等々と照らし合わせながら、住民の皆さん方と意見交換をしながら、その方向性を決めていけ

ればいいのかなというぐあいに思っています。

それから、たまたまこんな声をこの間、聞くことがございました。学校の、会見小学校とか西

伯小学校、いわゆる芝生化という時代に入ってきています。このカントリーパークができた、こ

れはまだそういうことでなかったですね。その方は御家族で行かれたようでして、何もなくても、

芝生一つあれば、結構子供って楽しめるんですねと、親も楽しめましたと。何もなくても、広い

ところで走り回って、結構時間をきちっと過ごせますということを、たまたまこの間、数日前に

耳にしたことを今、思い出しました。そういう意味では、遊具みたいなものの考え方も、そのあ

たりのさまざまな声を聞きながら、必要性なり、そういうものを検討していけばいいのかなとい

うぐあいに今、思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございます。ちょうど今、教育長、そういう話をされ

たので、ちょっと聞いてみたいんですけど、ＴＫＳＳさんのホームページの毎月の利用状況とか

って時系列で出てるんですけれど、それを見ると、月に１回、開放日というのが組んであるんで
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すよ。担当の方に聞くのをちょっとできなかったんですけれど、その開放日というのはどういっ

たことで開放しておられるのか、その辺は教育委員会としては把握をしておられるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。月に１回、開放日があるということで、私

も聞いてはおりますが、具体的にどういう、テニスコートや野球場が無料になるとかというとこ

ろまではちょっと確認はしておりませんけども、ＰＲという部分では少し、なかなか町民の皆さ

んにまだ知られてない部分だと思いますので、またこの辺は教育委員会としても少し皆さんのほ

うに、町民の皆さんにＰＲをしていって、できる限り利用していただくような仕掛けをしていき

たいなというふうに思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） このホームページで見ますと、開放日というのは平日ですので、

なかなか家族連れというわけにはいかないかもしれませんけど、せっかく、さっき教育長も言わ

れた芝生ということでいけば、野球場の外野なんかは大きな芝生です。そういったところを、本

来は野球のためではあるんですけれど、使っていただけるような、なんで芝生のよさとかを知っ

てもらえればいいんじゃないかなと。今、教育長が芝生のことを言われたんで、ふとホームペー

ジのことを思い出しました。その開放を、どういう開放をしているのかによって、もうちょっと

ＰＲしていけば、子育て世代のお父さん、お母さんたちもか、例えばお休みをとってでも、じゃ

あ野球場ちょっと、なかなか入れないから行ってみようか、弁当持ってでも行ってみようかとい

うような状況にでも、ＰＲもしていただければなというふうに思いますので、お願いします。

また、公園とトイレのほうに返りますけれど、今、駐車場が南さいはくの振興協議会の事務所

の上のほうに新しくできて、この間、看板も私も見ました。今の入ったところの、球場の入口の

ところが大型用になってて、普通車が奥に行くような案内板が出ているのを私も見させてもらっ

たんですけれど、今の大きな駐車場ができたことによる大会等に対する利用度というものは非常

に大きくなったと思っています。私も近くに住んでいるもんですから、特に土曜、日曜になると、

必ず野球場とかは、サイレンが鳴って、アナウンスが流れてて、毎週のように大会等々が行われ

て、本当ににぎやかで、これは整備された施設だから、球場だから、それだけの人が、順番争っ

てでもあそこで大会をしたい、練習をしたいというようなことになっているんではないかなとい

うふうに思っています。

その中にあって、公園という箇所のものは、これはちょっと今度は利用する人は変わってくる

かもしれませんけれど、その利用の、公園の利用、整備ですね。公園内に１つトイレがあると思
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うんですけれど、あのトイレ、大分、多分、一番最初からあれ建ってましたんで、それこそ３０

年以上、３０年ぐらいたったようなトイレだと思うんですけれど、あの辺のトイレの利用とか、

例えば掃除とか管理について、その利用価値といいますか、含めて、どのように感じておられる

んでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。公園入口のトイレですかね、右側にある。

維持管理につきましては、指定管理者のほうで定期的に維持管理はしていただいているんですけ

ども、少し位置が、野球場であったり遊具の場所からちょっと遠いというところがありますので、

なかなか利用、来られた方がトイレだとはなかなかちょっと見えづらい部分があるのかなという

ふうには思っています。大体、野球場の中にトイレがありますので、そちらのほうを利用される

方が多いんじゃないかなというふうには考えます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） そうですね、あそこはもう大分古くなっているので、やはり整備

とあわせて場所の移転なり撤去なり、そういったものも検討しなくちゃいけないんじゃないかな

と思っています。

それと、あと、もうちょっと奥に行くと、球場のバックネット側のほうに、池とそれからゲー

トボール場があります。その辺の利用についてはどのように把握をしておられるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。ゲートボール場につきましては、開園当初

はたくさんの方に利用していただいたと思っておりますけども、２７年度、昨年度は利用がゼロ

でありました。２６年までは少し利用していただいておったと思うんですけども、昨年度は利用

がゼロということで、ゲートボール場の横にある池の関係も、あずまや等がありますので、来ら

れた方がぐるっと散歩はされる程度で、なかなか、横にあるゲートボール場でたくさん利用して

いただいたときとは、全然利用のほうが少なくなっているというふうには思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） 実は、地元でゲートボールしている人が、前は毎日のように行っ

て使っておられたんですが、高齢化をしたんでしょうか、ゲートボールをやめられたのかわかり

ませんけど、その方々が多分使われなくなったということで、利用がなかったんじゃないかなと

いうふうに思います。

そういった面から含めて、もう一つ確認です。トイレですけれど、４カ所あるということで、
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今１カ所は聞きました。それから、あと１カ所は多分、多目的広場にあるトイレだろうなという

ふうに思います。それから野球場のところと、テニスコートにもあるんです。で４カ所なんです。

トイレなんですけれど、洋式がないということで、その辺は検討しなくちゃいけないと、子供

たちのためにもということなんですけど、例えばプラザのほうでもありました、放課後児童クラ

ブの関係で子供用のトイレがないからということで、今、設置がしてあったと思います。すぐ対

応されました。そういったようなことも含めて、野球場にも子供用のトイレや、それから、さっ

き言われました、答弁していただきました洋式ですね、のトイレというのの変更というんですか、

今の和式トイレを洋式にも、１カ所なり２カ所なりふやしたいというようなことも必要だと思い

ますし、またスロープがなくて、スロープがないからトイレは行けないというようなことも出て

るようですけど、その辺の認識について、どのように考えておられますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。教育長答弁にもありましたように、トイレ

の改修については必要であるというふうに認識をしておりますので、また計画的に、どうしても

主要な設備が壊れた場合には、そちらのほうに優先的に直していくということがありますので、

トイレの改修については少し計画的に、今後改修のほうを進めてまいりたいというふうに思って

います。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（４番 板井 隆君） ありがとうございました。何せ３０年以上たった、ある程度老朽

化、順次整備はしていただいているんですけれど、やはり要所要所にそういったような姿が出て

きているというのが現状だというふうに思っております。

今回の決算の報告書の中の資料のページが、ちょうど３９３ページ、連絡をして、済みません、

確認をとって申しわけありませんでしたが、の中に評価というのがありました。今後の事業全体

の方向性とその内容なんですが、利用者及び近隣住民の方が不便を感じないよう施設の設備の充

実をするとともに、利用者の数や効率的な利用状況を確保するため大会等の誘致に努めるとあり

ました。やはりこの評価というものに従って、先ほど話がありましたように、総合計画なり長期

的な計画を組んでいただいて公園の整備をしていただきたいと。

また、次年度に向けた次の行動、具体策というのがありました。解決すべき課題、済みません、

達成できた点をさらに伸ばす方策として、施設の整備の維持管理を管理者とともにやっていくん

だというふうにありました。指定管理者については、今あるものをとにかく利用して利用度を高

めるというのが指定管理者の務めだというふうに思います。それ以上のことは、やはり町のほう
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から新しい提案を出し、整備をしていただいて、たくさんの方に利用していただくと。これもお

金が要ることですので、一朝一夕にできることではないというのは私も十分認識はしております

けれど、やはりちょっと西伯カントリーパークの整備が少し忘れられているような感じがしたの

で、ぜひとも施設を、もっともっと町民全体の人が使えるような施設にしてほしいなというふう

に思います。

南部町のホームページも見ました。カントリーパークはこんなところですという中に、子供も

満足、遊具もたっぷりの公園って書いてあります。これをやめてくださいとは言いません、この

ようなホームページを変えないで、このような施設にもう一度してほしいということをお願いし

て、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、４番、板井隆君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとりたいと思います。再開は２時１５分にします。よろし

くお願いいたします。

午後１時５４分休憩

午後２時１５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

６番、景山浩君の質問を許します。

６番、景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） ６番、景山浩でございます。議長のお許しをいただきましたので、

１点、教育政策の成果と課題について質問をさせていただきます。

現代の子供、そして教育を取り巻く社会環境は大きく変化してきております。核家族化や女性

の就業率アップによる家族のつながりの希薄化、少子化で兄弟がいない、隣近所の友達がいない、

自然と家に閉じこもってのテレビゲームなどの一人遊びが多くなり、友達や地域の大人との触れ

合いがなくなること、いじめや不登校、学力低下などの学校にかかわる問題、さらには低所得世

帯での進学の制約など、子供の教育の機会均等の阻害など、複雑さ、対応の難しさの度を増して

きております。

南部町教育委員会では、従来より、子供は地域の宝であるとの共通認識のもと、家庭や地域、

学校と行政が一体となった子育てや教育を標榜してこられました。今期の議員任期終了を目前に

控えて、この４年間で実施された教育施策の成果と残された課題、そして今後の取り組みについ
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て包括的に質問をさせていただきたいと思います。

１番目、家庭の教育力の低下問題について、２番目、子供の社会性育成問題について、３番目、

学ぶ意欲の低下と学力問題について、４番目、いじめや不登校問題について、５番目、地域や民

間の学校や教育への関与について、以上、質問をいたします。御答弁よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 景山議員さんの御質問にお答えをしてまいります。

まず、家庭の教育力低下という課題についてでございます。

家庭教育の推進につきましては、平成２５年度より専任の家庭教育推進員を配置し、教育委員

会の重点施策の一つとして取り組んでまいりました。子育て支援にかかわる健康福祉課や関係機

関と連携しながら、現状把握や目指すところを共通理解し、学び、相談、仲間づくりを、家庭の

教育力向上の共通キーワードとして施策を進めてまいりました。保護者の皆様を支える本町独自

の成長と学びのファイルをよりどころとしながら、おおむね所期の狙いに沿った学習機会の提供

や場づくりができ、一定の成果につながりつつあると考えております。一方、こうした総合的、

体系的な取り組みをしましても、なお十分とは言えない実態があると認識をいたしております。

子育て支援や保育園、教育関係者が一体となって、よりきめの細やかな個別対応ができる体制を

構築していくことが今後の課題であると認識をいたしております。

次に、２点目の子供の社会性の問題、４点目のいじめや不登校問題を一体的にお答えをしたい

と思います。

不登校につきましては、１０年前、１０名を超えていましたが、昨年度から現在の状況は半減

いたしております。うち３名は特別な事情による者でありますので、８月末現在、小学校１名、

中学校１名の計２名となっておりますが、いずれも家庭内の事情がその原因となっております。

ハイパーＱＵテストの実施や、教育支援センターさくらんぼの開設、スクールソーシャルワーカ

ーの配置等、さまざまな手だてをリンクさせながら取り組んできた成果と考えております。

いじめにつきましては、一昨年度、国の認知基準の見直しがあり、件数的には大幅に伸びてお

りますが、学校現場の実態に大きな変化はないと考えております。基準の見直しによって教職員

のいじめに対する意識が強化された面もありますが、引き続き、いじめを見抜き、許さない学校

体制の構築を指導をしてまいります。あわせて、子供自身がいじめに気づける仲間づくりに取り

組むことが大切であると考えております。また、そのベースともなる人権教育の見直しについて

も、今年度より着手をしているところでございます。

こうした不登校やいじめの問題は、子供たちに社会性が育っていないことも大きな要因の一つ
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と考えられます。今日の子供たちを取り巻く環境は、ネット社会を含め、一人一人の安定したパ

ーソナリティーや社会性の育ちを阻害する要因にあふれています。社会性の育っていない子供、

人間関係力の乏しい子供が、学校という集団生活の中に入ったとき、ふとしたきっかけでいじめ

をしたりされたり、不登校になったりしてしまうケースが少なくありません。こうしたことから、

社会性を育成するプログラムの必要性は本町の喫緊の課題でもございます。育てたい力の一つと

して人間関係調整力を位置づけているまち未来科の学びに、しっかり取り組んでまいります。

３点目は、学習意欲の低下と学力についてでございます。

まず、学習意欲につきましては、全国学力⋞学習状況調査の経年結果からお答えをしたいと思

います。学習の大切さや必要感を感じている子供は、小学校６年生でおおむね９割を超えており

ます。中学校３年生では、国語や数学の学習が必要だと思っている生徒は、常に８割を超える状

況にございます。つまり、子供たちは学習の大切さ、必要性をしっかり感じていますので、どう

動機づけをするのかが大切であります。学習内容を日々の生活や社会の変化と結びつける教材づ

くり、授業づくりが求められていると言えます。また、将来の夢を持っていることや、自尊感情

が大きく関係していることは、データからも読み解くことができます。近年、自分のよいところ

を認めている児童生徒は、おおむね７割程度で推移をしていますので、キャリア教育を柱として

いますまち未来科の学習を通じて、夢が持てたり、自尊感情を高めることによって、学習意欲の

高まりにつなげたいと考えております。

学力につきましては、小６、中３の段階で、ともに国語の活用力の伸びが見られます。これは、

学校図書館司書と司書教諭との連携の成果でもあります。課題としましては、算数、数学の活用

力が弱い傾向にあります。授業改善等、具体的な手だてが必要であると認識をいたしております。

全体的に、あるいは特定の教科について、学力が二極化していることはありませんが、学校別に

見ますと、学年や教科によっては学力に隔たりがあったり、学力に幅があったり、二極化が見ら

れたりしています。この点につきましても、改善策を講ずる必要があると認識をいたしておりま

す。総じて申し上げますと、各種学力調査結果を改善につなげていく学力向上のマネジメントが

十分とは言えない現状にあります。教育委員会としても引き続き、学校課題に沿った指導改善に

努めてまいります。

最後に、地域や民間の学校や教育への関与についてであります。

地域の関与につきましては、その中核となる施策は、コミュニティ⋞スクール制度を導入をし

た新しい学校づくりであります。今日までの本町の取り組みは、現在、文部科学省が示しており

ます「次世代の学校⋞地域」創生プランとも合致した方向性となっております。また、本町のコ
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ミュニティ⋞スクールの基本的な考え方は、地方創生とも同一基軸にございます。さらに、近々、

全国の学校をコミュニティ⋞スクール化することの努力義務が明示された改正法案が国会に提出

されるやに伺っております。こうしたことから、地域との協働による学校づくりは、現状の方向

性でいいのではないかと考えております。

民間の関与という観点につきましては、これまでも、先輩に学ぶ取り組みであったり、職場体

験事業等、お力添えをいただいてまいりました。体験して初めてわかることは決して少なくなく、

直接本人から本人の言葉で聞く話はいつまでも心に残ります。こうした学びの成果を、意図的、

体系的に仕組もうとするのが、まち未来科の狙いでもあります。地域とともに、企業や個人の力

もおかりしながら、ふるさと愛着力、将来設計力、社会参画力、人間関係調整力の４つの力を、

これからの社会や子供たちの未来を生きる力として重点的に育んでまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君の再質問を許します。

景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） 御答弁ありがとうございました。

それでは、再質問させていただきますが、私自身、今回の質問をずっと考えながら、１、２、

３、４、５点について質問をさせていただいておりますが、結局１番のところに大きな原因があ

って、２番、３番、４番が発生してくる。そして、それを何とかしようということで５番のとこ

ろが出てくる、そういったような、全てきっちりそうだというわけではないですけども、それに

近いような構造があるのかなというような感じがだんだん強くなってきました。

この後、家庭の問題等々を質問させていただきますが、あらかじめお断りをしておきたいんで

すけれども、私自身、夫として、父として、祖父として、自戒を込めて質問をさせていただきま

すので、あんた、そげなことできとうだかということはなしで、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

まず、家庭ということの問題なんですけれども、教育ということになると、どうしても私たち、

ぱんと頭の中に浮かぶのが、家庭教育ではなくって学校教育というふうになるわけですけども、

多分１００年かそこらぐらい前は、家庭教育があって、それを補完するような立場で学校があっ

たんだろうなというふうに思います。今は反対に、学校教育を補完するために家庭教育を何とか

というような側面も見受けられるわけですけれども、教育委員会として家庭と学校、教育力とい

う観点で、そこら辺のバランスというか、力関係というか、どのようにお考えなのか、ちょっと

伺ってみたいと思います。
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○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、見世直樹君。

○総務⋞学校教育課長（見世 直樹君） 総務⋞学校教育課長でございます。家庭教育に全て問題

をぶつけるつもりもありませんし、午前中の議論でもありましたけど、本当に保護者の中にも、

家庭教育について困っておられる、悩んでおられる方もおられると思います。

本当に今の教育は、もちろん教員も頑張っていますし、親御さんも頑張っておられると思いま

す。そこをやはり上手につないで、親も教員も一緒に大人としても育っていくという、教育って

ともに育つというか、そういう方向で考えていかないと、一方だけが頑張っても、あるいは両方

が上手に回さないといけないと思います。そこに南部町はコミュニティ⋞スクールがありますの

で、地域の方、おじいちゃん、おばあちゃんも協力してくるということなので、本当に全体で子

供たち、午前中もビジョンという話がありましたけども、南部町ではこういう子供を育てたいと

いうそういう熱い思いをお互いに、まず親も地域も教員も共有をして、じゃあお互いに何ができ

るのかな、そういう熱い思い、ビジョンをまず共有するというところから始めることも必要かな

と思っています。そういう面で、春の議会のときかな、こういう力をつけたい、先ほども説明が

ありましたけど、そういう目指すところを、まず親御さんや地域の方と思いを共有するというと

ころが大事なのかなと。親、家庭と学校は両輪という面も大きいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） まことにそのとおりだと思いますが、共有ができているのかどう

なのかというところは、どのようにお感じでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、見世直樹君。

○総務⋞学校教育課長（見世 直樹君） 総務⋞学校教育課長でございます。家庭、保護者の方も、

やはり悩んでおられるレベルが、レベルといいますか、困り感の違いがあると思います。家庭環

境も含めて、本当に困っている特別な家庭もあると思いますし、一般的に一部困っているという

ところもあると思います。そんな困ってはないんだけど、子供たちの行動や言葉に対してどう声

をかけていいかわからないとか、そういう家庭もあると思います。３つぐらい、今、レベルをし

ゃべったんですけど、そういう家庭に、我々学校も、あるいは地域も、どういうアプローチがし

ていけるかなというのは大事だと思います。そのアプローチの仕方は、やっぱりこれまでも課題

はあると思うので、どういう場でどういうふうにというのは今後検討していく必要は、改善して

いく必要はあると思います。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） 子供を教育していく、算数を教えるだとか、国語を教えるだとか、
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英語を教えるということは、もちろん知識ですとかそういうものを蓄える上では非常に重要なん

ですが、人としてどうあるべきかとか価値観をどう持つか、礼儀作法とか、そういった前の代か

ら、きょうもどなたか、教育長でしたか、おっしゃってましたが、今の親を育てたのはわしらだ

というふうにおっしゃっておりましたが、ちょっと私自身も振り返ってみますと、親になる心構

えというか準備がちょっと、もしかしたら不足しとったかなというような気もします。ちょっと

不足しとったかなという私が子供を育てると、伝えるものがやっぱり足りないのではないかなと。

それを全て教育委員会だとか役場、学校にお願いをするということではないんですけれども、や

っぱり負の連鎖がこういうところでも、もしかしたら起こってくるのかなという気がして、学校

教育はもちろん今までどおり非常に重要なんですけども、私たちも含めた親、保護者、特に親で

すが、の教育というのを、もう少し働きかけをできるような余地というか、そういったことが何

か、教育長、お考えはございませんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。家庭教育の施策といいましょうか、２５年度に

家庭教育の専任の者を入れたときに、担当のほうにお願いをしたのは、やっぱり保育園、それか

ら小学校、中学校と、親御さんも子供の成長にあわせて育っていくというかな、進んでいかない

けんので、そのことをきっちりとつなげて、体系的に、計画的に、親御さんが少しでも困られな

いように、そういう学習の機会というものをきちっと体系的に用意をしてくださいということを

お願いをしております。

おおむね、そこの縦のつながりというのかな、そういうものの機会は一応、まあまあできたか

なというぐあいに思っておりまして、そこをそれぞれの皆さん方が上手に御活用をいただくとい

うような形は一応できたのでないのかなという部分には思っておりまして、そのあたりについて

は、答弁のほうでもいたしましたように、一応の一つの成果として一歩踏み出せたのかなと、た

だ、課題はありますけどというぐあいに思っております。これが、結局専任がいないと、やりた

くてもできなかったことなわけでして、一つ、一歩は踏み出せているのでないのかなというぐあ

いに思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） なかなか個人の家庭生活、私生活にまで入っていくような問題で

すので、行政が思いどおりにできるかといえば、ちょっとなかなか難しいところは確かにあると

思いますが、家庭の教育力低下ということで大きな問題だなと言われているのが、過保護ですと

か甘やかし、そして、そもそも教育に親が無関心だと、しつけとか家庭教育に無関心だといった
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ようなことがトップスリーに並んでいるような状況です。多分そういった状況で育てられた子供

さんは、自分の子供のときのことを考えながら、それを参考にして、自分のさらに子供を育てる

ということになると、どうしても、もう一段進んだ状態が生まれてくる可能性というのはかなり

高いと。教育委員会だけではなくて、保護者の皆様、地域社会の皆さんのコンセンサスも必要な

んでしょうけれども、今後の教育というのを、家庭教育をどう考えていくのかというのを一遍、

問いかけてみていただく、私たち自身も考えるということも必要なんではないかなというふうに

思いました。

そして、子供の社会性、ここら辺もほとんど、関連性は非常に高いとは思うんですけれども、

結局子供の数が減ったり、大人とのつながりが希薄になってしまって、子供が地域社会を体験す

るだとか自然を体験するだとかという、従来だと日常的な体験で非常に豊富な体験を蓄積して人

間的に成長していくことが多分できたことが、今、学校教育とか社会教育的な側面の一環として

体験をしてもらいましょうということでは、なかなか追っつかんような気がするんですけれども、

そこら辺はどうお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、見世直樹君。

○総務⋞学校教育課長（見世 直樹君） 総務⋞学校教育課長でございます。本当に社会性が低下

しているというのは大きな課題だと思います。私たちが子供のころは、土曜日、日曜日、夜遅く

まで田んぼや空き地で、年の差関係なく、いざこざやけんかもある中で、それを解決しながら、

地域のおじいさんやおばあさんにもいろいろ叱られたりしながら社会性を身につけてきたなとい

うのは、本当に自分でも思っています。本当に今の子供たちは、子供の数も減ったり、周りの上

の子や下の子も少なくなってきた中で、そういう経験が少ない。そういう経験が少ないから、本

当に何かトラブルがあったときに解決するすべを知らない。だから、解決する体験がないですよ

ね。だから、本当にそこら辺を学校でもプログラムとして取り入れていくし、あるいはコミュニ

ティ⋞スクールとして、地域の人にやっていただきたいところはやっていただく、あるいは、先

ほどから出てますように、家庭では、学校でもこういうことを今やっています、家庭でも応援し

てくださいというふうに家庭とも連携する。本当に三者がしっかり結びついて、子供たちの社会

性を伸ばすための方策を考えていかないといけないと思っています。

学校では担任の先生とかにかなり任されるところもあるんですけども、でも、やっぱりそれを

町としても、将来大人になったときに人間関係が調整しっかりできるように、子供のころからこ

ういう体験を、こういうソーシャルスキルというか、そういうところを身につけていきましょう

というベースになる、生徒指導上の問題が起きてから指導するんじゃなくて、そのベースになる
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まず学習を三者でつくっていく必要があるかなというのも感じています。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） 地域でのつながりがだんだん希薄になってきている。私たちも、

地元のといいますか、地域の子供さんを一緒になって支えていきたい、育てていきたいという気

持ちはあるんですけれども、残念ながらというか、実のところ、どこの子供さんかわからないと

か、地元の子供さんなのか、よそから来られた子供さんなのか、ぱっと見てもわからないといっ

たようなことが実際は起こっています。

昔はラジオ体操で子供さんがみんな１カ所にたくさん寄られて、近所の親御さんや地域の皆さ

んも寄られて一緒にラジオ体操をして、大体顔がわかるかとか、友達もたくさんいますから、い

ろんな家に遊びに行って、さらにその隣の家に行って何かもらったりだとかということで、部落

中がそのフィールドだったのが、なかなかそういうこともできなくなっている現状ということで、

小学校に入るとか、中学校はちょっと遅いと思うんですけれども、ぐらいに、何がしかの地域デ

ビューを果たせるような、みんなが、あっ、景山さんとこの子供さんで、小学校に入んなっただ

なといったようなことがわかるようなイベントみたいなことが、ちょっと個人情報だとかいろん

な問題はあるかもしれませんけれども、地域で本来はやれればいいんですけれども、自主的に、

なかなかできないということもあるんですけども、そういうことって、教育委員会が音頭をとっ

てというわけにはならんもんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、見世直樹君。

○総務⋞学校教育課長（見世 直樹君） 総務⋞学校教育課長でございます。そういう、地域の方

々が子供の一人一人の顔と名前がわかるというのは本当にいいなと思います。先週土曜日、西伯

小の運動会に行ったんですけど、来賓の方々も、やっぱり近所の子はわかるけん、あの子はこん

な子で、おお、頑張っとるとかいうのを隣でお話しされてたりしたんですけども、やっぱり小⋞

中学校は、そういう地域席っていうか、来賓席っていうか、老人の方の席とかいうのを設けてい

るので、そういう一つの、それも手段かなと思います。

でも、やっぱり親御さんが子育てで困られるのは、教育長もさっき言ってましたけども、小学

校に上がる前が大事だと思うんですよね。やっぱり小学校に上がる前の乳幼児期の段階で、地域

の人に子供の顔と名前がわかるような何かいい施策があれば僕も教えてほしいですけど、確かに

大事なとこだと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） お互いに教えてね状態ではなかなか、本当はいけんなと思うんで
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すが、やっぱり、そうですね、教育委員会ももちろんですし、各地域でも考えていかんといけん

ことだなというふうに思います、確かに。

それでは、先ほど社会性の問題で、まち未来科というお話、御説明を教育長からいただきまし

たけれども、このまち未来科と関連してですが、学ぶ意欲を惹起するというか、意欲の低下とい

うか、意欲を盛り上げるということが、何て難しいのかなということ、私なりにもちょっと考え

てみましたが、結局、勉強は漠然と必要だというのはみんなわかってるんでしょうけども、具体

的に学ぶ目的だとか、将来的に勉強してどうなりたいとかっていう夢を持てないだとか、持って

いないといったようなところが、具体的に勉強頑張ろうと、将来宇宙飛行士になるために、英語

も、体育も、何も、今のうちに頑張っとかんといけんといったような話には結びついていかない

ところだと思うんですが、済みません、まち未来科で、そういう夢だとか、勉強する、学ぶ、体

力をつける目的というものを、どういうふうに背中を押していってあげようと考えておられるの

か、再度御説明いただけたらと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 総務⋞学校教育課長、見世直樹君。

○総務⋞学校教育課長（見世 直樹君） 総務⋞学校教育課長でございます。例えば、職場体験も

まち未来科の一つなんですけども、３０年後、４０年後でも、今ある仕事の４割、５割はなくな

るという時代に、じゃあ職場体験を何を目的にするか、私は将来こういう仕事につくからその仕

事場に行きたい、そういうのではなかなか通用しなくなってきた時代であると思うんですね。だ

から、本当に、職場体験を通して何を子供に身につけさせたいか、自分の夢を紡いでいく、見つ

けていく、あるいは夢を見つけている子は、それに向かってどうしていったらいいか、どうして

いったらその夢に近づけるか。

夏休みに、町内の小⋞中学校の先生方と、まち未来科、小中一貫で研修したんですけども、そ

の中で一つ話を出したことがあって、今の地元を離れる若者が抱える問題の一つに、地元の未来

を切り開くすべを知らないというのがあるんですよね。これ、初日、どなたか議員さんが研修報

告で、まちづくりの知力を若者に伝えてほしいという言葉とこれ通じるなと思ったんですけど、

小学校、中学生のころに、先ほども大学生がそういう取り組みをしているという話がありました

けども、小学校、中学生のころにも、やっぱり自分たちの地域やまちをちょっと切り開く、伝統

を守るとか、桜の木をさらによくしていこうとか、蛍のまちづくりをもうちょっとこうしていこ

うみたいな、そういう方法を学ぶという機会があれば、少しは達成感も出て、自信にもつながっ

て、実際の夢につながったり、夢につながらなくても、こうやっていけば社会は変えられるのか

なみたいなところまでいけば、夢を持とうかなというとこにつながって、勉強にも、直接的にす
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ぐ勉強には行かないと思うけど、でも、そういう面をまち未来科では大事にしようと思っていま

して、職場体験もこれから検討会に入りますし、いろいろな面でこれから事業づくりが、まち未

来会議も含めて検討が始まっているところで、そういうことを狙っていきたいなと思っています。

ちょっとかなり難しいと思うんですけど、でも、地域の人の協力がありますので、南部町は、一

緒に進めていけたらなと思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） 今おっしゃったのは、教育の目的とか価値観を、高い点数をとる

というのではなくて実社会にどう生かしていくのかというところで、物差しをそっちのほうに置

いていくと。教育の格差問題とか、そういう議論がかなりありまして、高い点数をとっていく、

いい学校に入っていくという物差しだと、どうしてもそういう、かかる費用だとかの格差の問題

が出てくるけれども、自分が目指す、将来的にどういった価値のある人間になっていくかとか、

どういった役割を果たしていくかということに物差しを持っていけば、割とそういう格差問題と

いうのは解消されるんだといったふうにおっしゃっている方もありまして、子供たちが地元で、

地元の資源だとか、地元の社会だとか仕組み、そういうものを何とかよくしていこうといったよ

うな取り組みで、子供自身も成長していくというような、そういうことはどんどんこれから進め

ていっていただきたいなというふうに、今聞いていまして思いました。

それでは、一番下の５番目ですけれども、そうですね、地域の学校への関与ということで、コ

ミュニティ⋞スクール、これは、かなり全国的に早い段階から取り組まれて、大きな成果を上げ

ていらっしゃるというふうに私も感じておりますが、一般的にコミュニティ⋞スクールが学校運

営に関与をする、どの程度関与するのかというところで、少し関与度が低いのではないかと。多

分、関与度が低いというのは、学校教育という枠があって、その外にコミュニティ⋞スクールが

くっつくみたいな格好になっていて、本体自体に関与をすることがほとんどないんだろうという

ことから言われるんではないかなと思うんですが、そこら辺は、教育長、どうですか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。実は、おとつい土曜日の午後も、兵庫県の丹波

市さんのほうからコミュニティ⋞スクールの視察がございまして、そんなような話も実はさせて

もらいました。やっぱり新しい、何ていうかな、仕組みを学校に入れるわけでありますから、学

校の中から見ると、まずは非常に抵抗感があるというところからスタートをするわけであります。

そうすると、今、議員さんのおっしゃられるように、この学校はこんな経営方針によって、こん

な子供を育てていくんだ、教育専門職はちゃんと考えてつくっておるんだ、こういうこともある
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わけですよね。そこに、その運営協議会で、こんな子供を育てようぜみたいな話を持ってきても、

中に入らないですよ。そこに、まさにくっついたようになってしまっている。それが本町でも当

初の姿です。だから、くっついとる限りにおいては、先生方もすとんと落ちないわけであります。

そういう姿が、やはりしばらく産みの苦しみといいましょうか、四、五年は本町でもそういう状

態が続きました。

現在の状況は、何とかそこを、各学校がしんどい思いをしながら、あるいは地域の皆さん方も

しんどい思いをしながら、すとんとこの中に入ったという状態です、今。今の状態はそういう状

態になっているということを、まず御理解をいただきたいというぐあいに思っていますが、関連

することでもう一つ申し上げますと、そういうように学校のほうはいいぐあいに、何とかわかっ

たという形に今、うちの場合、になってきたんですが、なかなか地域の皆さんからすると、どこ

かに、そげな難しげなことは先生やち考えてごせやいみたいな、どっかにまだまだあって、この

あたりのところをどうサポートしていくのかなというのが一つの課題でもあるのかなと、そんな

ぐあいに今思っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） 突然ですが、町長、まちづくり、地域づくりと人づくりというの

は不可分のものだと思います。今まで町長が、この地域づくりと人づくり、どのように考えて施

策を進めてこられたのかということを、今回町長に質問をようしませんでしたので、最後にその

ことをちょっと聞かせていただければなと、町長サイドからお願いしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） いきなり御質問で、ちょっと面食らっておりますけれども、私はよく皆

さんに話したことがありますけれども、エジプトの象形文字を難儀して解読したら、最近の子供

には困ったもんだちゅうことが書いてあったいうのがあります。０００年も前からそういう、

いつの時代でも、子供たちのことについては親は心配しておったということだろうと思っており

まして、今の時代にも当然、親が子の心配をするというようなことについては自然な姿だし、そ

れから、こういう議論をこういう場でまた行うというのも意義の深いことではないかというよう

に思っております。

私は、一つ思っておりますのは、どのように人づくりとまちづくりをかかわらせてきたのかと

いうことですが、これはやっぱり事業を通じて人づくりになった部分もある、それから、そうい

うことを通じてまちづくりができてきたということでありますから、結局、あんまり、これは人

づくりだとか、これはまちづくりだというような区分けではなくて、町の活性化を図って一生懸
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命やっていけば、おのずと人づくりにも寄与するし、貢献するしというところではないかなとい

うように思っております。

今、もうちょっと大きな話ししますと、天皇陛下の生前退位、譲位するというお話があってお

りますね。やっぱり日本国の象徴である、国民の象徴である天皇というもの、それからロイヤル

ファミリーとしての天皇家という一つの、戦後のずっと来たこの７０年、戦後何年ですか、そう

いう一つの流れというものの中で、やっぱりいろんなところへぶち当たって、そこの部分が随分

と、ある方面からいえば崩れてきている、ある方面からいえば、国民に身近な、天皇家も自分た

ちと変わらない少子高齢化の流れの中にあって、課題もたくさん抱えておられて、特別なロイヤ

ルファミリーとしてのポジションといいましょうか、そういうことではなくて、同じ悩みも抱え

ておられる、そういうことにあるんだというような私は捉え方をしているわけです。そこまで私

は社会が進んできたというように思っています。

日本は昔から、私は戦後生まれですから、天皇家を中心とした一つの家庭像を描き、象徴とし

ての天皇というものをあがめてずっと来る、そういう姿に理想を求めてやってきたのではないか

と思っていますけれども、世の中が進んで、なかなかこれでは通用せんようになったというよう

に思うわけですよ。ですから、新しい時代の、やっぱり新しいファミリー像というようなものが、

これはそれぞれの御家庭で考えていただかんといけん難しい時代になったと思っております。

よその国にもあるかもわかりませんけれども、日本の場合は特に憲法でそういう定めがしてあ

るし、国民もそれを受け入れて、長い間、一つの憧れといいましょうか、目標にしてやってきた

わけですけども、今は必ずしもそういうことになっていないような状況になりつつあるというん

でしょうか。そういうことから考えてみて、後ろ盾というか、バックボーンというか、そういう

ものが今どんどんなくなってきた、廃れてきた、そういう中で新しいものをやっぱりつくり出し

ていく努力というものをお互いにしていかんと、難しい時代だと思います。そういうことを、何

といいましょうか、今のお話を聞きながら感じておりました。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） 突然振りまして申しわけございませんでした。核家族になっちゃ

って、お父さん、お母さんしかいない、家に帰っても、お父さんもお母さんも昼間はいないとい

ったような状況よりも、おじいちゃんもおばあちゃんも、もしかしたらもう一つ上の代の大きい

おじいちゃんもおばあちゃんもいるといったような、そういうところで育ったほうが、家族間で

もいろんな人間関係の中で調整をとりながら大きくなることができるということになると、非常

に子供の成長にとってはプラスになるんだろうな、そこら辺は、三世代同居住宅とかそういう政
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策と教育と一緒に考えながらやっていただくとか、そういうことも必要だなというふうに思いま

した。

それと、今町長が天皇家のお話とか戦後のお話ということをおっしゃったわけですけども、戦

争までの、多分私たちの親の世代の子供のころの価値観と、戦争が終わって、突然外圧で、がば

っと１８０度方向性が変わってしまった価値観というもので、それまで代々受け継いできたよう

な価値観ではないような価値観に一旦変わっているということになると、多分、別に私たちの親

の世代を悪く言うわけではないですけれども、途切れて、今度受け継いでいくもの、自信を持っ

て受け継いでいくということがちょっと弱く、もしかしたらなっているのかな、それを受け継い

だ私たちが、さらに少し弱くなったものを子供たちに受け継ぐような結果になっているのではな

いかなというような気もいたします。そういうことを覆して、私たちをどんと乗り越えていくよ

うな子供や孫の世代になってほしいなという期待を込めまして、教育委員会さんには、そういっ

た視点からどういった後押しができるのかという、学校教育も含めての話ですが、今後さらに効

果的な政策を打ち出していただくことをお願いをいたしまして質問を終わりますが、もし何かご

ざいましたら。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長であります。ありがとうございました。冒頭、包括的に質問を

するということでございましたので、二、三、包括的に思っていることをお話をしたいと思いま

す。

冒頭、家庭教育の問題を御指摘をいただきました。時代や社会の変化によって、保護者の皆さ

ん方、いわゆる御家庭の姿って非常に多様化をしてきた。何でも多様化と言や済むわけではない

けれども、非常に想像以上に多様化してきておる。このあたりのところが、やはり一つ、さまざ

まな問題が起こってきている要因かなというぐあいに私自身は思っています、価値観も非常にい

ろいろある。このあたりで、正直言いますと、どこまでやっぱり行政として、教育行政として、

家庭教育の教育行政として、かかわっていかねばならないのかというところの線引きというのが、

ある意味で少しこんな感じに思っています。

先ほど御質問の中で、地域で子供がデビューするのを何かお手伝いせんかっていう、ちょっと

私は戸惑ったんですけど、どこまですりゃあええのかなというところ。しかしながら、一方で、

みんなで共通理解ができるのは、親でなければ、家庭でなければできないことって絶対あるよな

というところは、またこれもどっかへ、皆さん方と共通理解もできる。このあたりのところを少

しはっきりをさせながら、その先に今度は御家庭ごとへの対応というようなものを仕組んでいく
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のかなというのが、今、私の中にある家庭教育の戦略のようなものでございます。

それから、学力の問題についてもお話をいただきました。少し、非常に僕は荒っぽく申し上げ

ますと、いわゆる点数で見る学力かな、点数で見える学力っていうのは、僕は教育専門職である

教員が責任を持ってやっぱりそこはきちっとしてやるべきだと、第一義的に現場の責任だという

ぐあいにもちろん思っています。もちろん御家庭や、そういう皆さんの御協力もいただかないけ

んのは事実ではありますけれども、決してその責任を家庭に負わせることはできないと思ってお

りまして、数値で見えるものについては、これはきちっとやっぱり学校が答えを出すべきだと僕

は基本的に思っています。

一方で、その数値でもって未来を生きられないということは現場はよく知っています、認識し

ています。だから、生きる力だとか、そういうことが学習指導要領等で言われてきたわけであり

ます。そのあたりのところを少しすみ分けをするというか、整理をしながら、この学力の問題に

ついては進めてまいりたいというぐあいに思っています。

最後にもう１点だけ、こんな切り口ではどうでしょうかという話を一つだけさせていただいて

終わりたいと思いますが、いわゆるコミュニティ⋞スクール、いわゆる地域との協働については、

当初から何で必要なのかというようなことは何回か議会でもお話をさせていただきましたが、そ

のことに加えて、最近、視察等でお見えになる方に、もう一つつけ加えていることが実はござい

ます。それは、義務教育を行っている小学校、中学校は、国立の学校でなければ県立の学校でも

ないわけで、市町村立、いわゆる住民の皆さん方が設置者であります、私からいえばですね。昔

は、そんなに設置者が口を出さなくても、設置者の思っておるような方向で大体やれてこれたの

で余り気づかなかったわけですけれども、そもそもを考えてみると、北海道から沖縄まで、ある

いは山村から漁村まで、国が示す方向だけでいけるわけはないわけでありまして、やはり住民の

皆さん方は学校の設置者であると。そういう面からすると、こんな子供を育てたいな、一緒にや

ろうぜということを、きちっと何らかの形で現場の先生方にお伝えをする、あるいはそこで手を

つないでいくということは、やはり設置者として大事な姿勢であったり行動であったりするのか

な。そんなようなことも最近つけ加えながら、視察にお見えになる皆さん方にお話をさせていた

だいております。このあたりについては、また、議員さんの御意見も頂戴いただけたらなと思い

ます。

３点ほどつけ加えさせていただきました。ありがとうございました。

○議員（６番 景山 浩君） 終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で、６番、景山浩君の質問を終わります。
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これをもちまして、本日予定しておりました一般質問は終わります。

⋞ ⋞

○議長（秦 伊知郎君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といた

します。

明日１３日も、定刻より本会議を持ちまして、引き続き一般質問を行う予定でありますので、

御参集をお願いいたします。どうも御苦労さんでした。

午後３時１１分散会

－６１－
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